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エストニアは98年３月から欧州委員会と加

盟交渉を開始し、加盟目標時期を2003年１月

１日と設定したが、加盟交渉は99年夏までに

一段落し、現在は残りのEU加盟基準項目に

ついて主に交渉というより文書審査が行われ

ている段階である。同審査に並行してエスト

ニアがこれまでEUから指摘された問題点を

克服しているかを確かめる作業も同時に行わ

れている。ジェトロ・ヘルシンキでは現地の

政府、外資系企業にインタビューし今後の展

開を探ってみた。

１．EU加盟交渉の進捗状況

（1）外務省の反応

加盟交渉はこれまでのところ計画通り円滑

に行われていると外務省では見ている。加盟

交渉31項目のうち29項目にわたって既に政府

の立場を提出済である（表１～３参照）。

エストニアは、関係の良好なスウェーデン

が議長国である2001年上半期中に最優先項目

である環境、サービスの自由な移動、運輸政

策などの項目について交渉を終えられる目途

ＥＵ加盟準備状況と予想される
ビジネス環境の変化

（エストニア・ハンガリー・スロベニア・チェコ・ポーランド）

欧州委員会は2000年11月、「ＥＵ加盟候補国の加盟準備進捗状況についての報告書」、

いわゆるプログレスレポートを公表しているが、これに対する各国の反応は様々である。

エストニア、ハンガリー、ポーランドなど準備が進んでいると評価された国は好意的に受

け止めているが、チェコは近隣のハンガリー、ポーランドに遅れを取ったとして予想外に

厳しい評価と受けとめている。2000年12月の仏ニースでのＥＵ首脳会議にて、ＥＵ拡大

についての具体的なゴールが朧げながら提示されたが、2001年6月のスウェーデン・ヨー

テボリの首脳会議では早期加盟国は2002年までに加盟交渉を終了できるとし、新規加盟が

一層現実味を帯びてきた。ＥＵ加盟準備の進捗に伴い、貿易・投資制度などビジネス環境

の変化が予想される。中・東欧諸国で活動する、もしくは同地域企業と取り引きする企業

は注意が必要である。

本レポートでは、98年3月からＥＵ加盟交渉を開始し、加盟候補国の中でも比較的準備

が進んでいるとされるエストニア、ハンガリー、スロベニア、チェコ、ポーランドを取り

あげ、現地側からみた加盟交渉の進捗とビジネスへの影響について報告する。
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をつけたいとしている。そして、2001年末ま

でにほとんどの項目で交渉を終えることを念

願している。

EUのプログレス・レポートについて、エ

ストニアは「EU加盟準備に対するEUのアド

バイスを高く評価する」としている。ただし、

目標の2003年１月加盟が危ぶまれているとの

外部観測については、「加盟交渉の速度はエ

ストニアの準備如何だけではなく、EUと他

の加盟候補国との加盟交渉の進捗状況も影響

する」と、目標年に達成できないことも視野

に入れていることをほのめかしている。

（2）経済省の反応

経済省によれば、エストニアの財政政策は

引き締め気味に推移しており、金融政策も変

更がない。投資環境の改善としては、2000年

１月施行の「法人所得税撤廃」（注）がある。

企業は配当や親会社への所得移転以外は課税

されない。また利益の再投資についても課税

されない。

ソ連の崩壊後、より質の高い労働力が求め

られるようになった結果、賃金レベルが上が

り、それが消費者物価へと跳ね返るという悪

循環が起きたが、98年以降は賃金上昇も緩和

して物価にも落ち着きが出ている。

投資環境改善の一環としてエストニアが現

在力を入れている分野は労働力の質の向上で

あり、教育制度の改革や職業訓練所でスペシ

ャリストを育成するなど、人材育成が重要課

題と説明している。特にエンジニアリング部

門の技術者育成が急務であり、経済効率を高

めるためにこの政策はプライオリティーが高

い。エストニアではニュービジネス創出や経

営に関するあらゆる経験や資源がまだ十分で

なく、これらが大きな課題である。

また、同国では91年の独立以降、極めてオ

ープンな自由市場経済を確立している。関税

も他の近隣諸国と比較して既に低いレベルに

ある。その経済的成功の基礎となったのは政

府予算の収支均衡化、ドイツマルクに固定し

た通貨の安定化、自由貿易投資制度などであ

ると考えられる。銀行制度も近代的で効率的

であり、外国投資家は自国に利益・資本の送

金が無制限に行える。エストニアの政治的安

定、経済のパフォーマンス、リベラルな政策

は主要な投資機関から高い評価を得ており、

その評価は他の中・東欧諸国より高い。ウォ

ール・ストリート・ジャーナル紙の経済自由

度ランキングで、エストニアはデンマーク、

フィンランド、ドイツやスウェーデンをも凌

ぐ、最も自由な企業経済を有する国と位置づ

けている。エストニアのＧＤＰの３分の２が

民間部門で占められていることはその裏付け

といえる。

エストニアへの投資を振興する投資局

（Estonian Investment Agency）が投資を考

えている外国企業の相談に応じている。また

研究開発関連企業には財政的支援も行う上、

EU関連支援基金への橋渡しも行う。

エネルギー、鉄道、公共部門は現在民営化

が行われている最中である。エストニアは

GDPに占める負債率が５％と低率なため外

国からの国際融資も受けられる状態にあると

いえるが、国際収支との関係を常に考慮して

いる。一方で農業部門の改善は遅れていると

いえる。

（注）2000年１月１日施行の税法改定（法人所得税撤廃）のポイント
①利益への課税から経費への課税に切り替わったため、利益の有無に関わらず、納税義務が生じる。
②課税期間は１年毎から１カ月毎となり、翌月の10日までに前月の課税申告及び納税を行う。
③納税は現金払いによる。
④法人所得税に代わるフリンジ・ベネフィット所得税は、従業員への給与外特典に対して課され、別途社
会税が二重課税される。
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２．外資誘致に不十分な投資インセ
ンティブ

エストニアは他の加盟候補国と異なり、も

ともと自由化が非常に進んでおり、外資誘致

につながる特段の投資インセンティブはほと

んど見当たらない。2000年１月から施行され

た法人所得税の撤廃についても内外無差別で

あって、外国資本のみを対象とするわけでは

ない。

特殊なインセンティブとしては「民営化関

連の取引に係る国税（手数料を含む）免除」

とか、「特定地域へ投資する企業に対する設

備の更新・購入経費の税控除」などの制度が

ある程度である。さらに「インフラ未整備地

域への投資に対する交付金支給」などの制度

もあるが、これはまだ適用されていない。

直接的な投資のインセンティブではない

が、政府は投資誘致活動を充実させる目的で

2001年１月からこれまでの投資貿易開発基金

（EIKAS）を改組しエンタープライズ・エス

トニア（Enterprise Estonia）と改名した。

EIKASは投資誘致を行う投資局と輸出振興

を行う輸出局の２局で構成されていたが、こ

れに技術局、地域開発局、観光局を合体させ、

５局でシナジー効果を目指そうという意図で

ある。これにより投資と地域開発などが同じ

組織で扱えるようになり投資促進活動がスム

ーズになることが期待されている。

３．進出企業の認識と対応

（1）コカコーラ・バルト社：砂糖価格の上

昇を懸念

コカコーラ・バルト社（Coca-Cola Balti

Jookide AS）は地元ソフトドリンク・メー

カーを92年に買収して設立された。ソ連崩壊

後できるだけ早く進出したいという本社の意

向を受けてのものだったが、グリーンフィー

ルド型投資（新規投資）と比べて、ソ連式の

生産設備を有する被買収企業の近代化は並大

抵ではなかったという。93年末に100％子会

社化し、生産設備に1,000万ドルの投資を行

い生産効率を向上させることに傾注、現在は

操業開始時より工場労働者数は減って約200

人を雇用している。エストニアでの同社のマ

ーケット・シェアは48％。エストニア人の１

人当たりの年間コーラ消費は70～80本で、最

近のファーストフード店舗の増加に比例して

消費は右肩上がりを続けている。

バルト３国を販売圏とするコカコーラ・バ

ルト社のコーラ生産の80％はエストニアのタ

リンで行われており、残りはリトアニアで生

産されている。インタビューに応じた財務担

当重役によると、エストニアのビジネス文化

はバルト３国の中でもっとも西側に近く、ビ

ジネスのやり易さが違うという。バルト３国

の中ではエストニアが新しい考えやビジネス

慣行に一番柔軟であると述べている。

工場での平均月額賃金は約300ドル。98年

の経済危機までは賃金上昇が比較的激しかっ

たがその後は落ち着きを見せている。賃金レ

ベルは、意外にも同社のラトビアにある関連

会社の水準よりも低いという。

「法人所得税の撤廃」は「現実より聞こえ

がいい」という。これにはいろんな要素が絡

まっているからだが、その一つは「税法」が

より複雑になったことが挙げられる。このた

めに同社では専門の経理スタッフを１人雇用

したほどである。同財務担当重役によれば、

エストニアは法人税を撤廃したが、その代わ

りに幾つかの「税金に似た」手数料、例えば

「動物性食品輸入検査料」などが増えたと述

べている。企業は利益とは関係なくこれらの

手数料を払わなければいけない。また使用済

み容器リサイクル新法などは、使用済みプラ

スチック容器の回収システムが確立していな

いため、大きな負担になっているという。

道路など一般的なインフラ整備は今のとこ

ろ劇的な改善はないが、通信インフラだけは

大きく改善されたという。
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EU加盟の影響についてはソフトドリンク

業界全般に深刻なものがある。それはEUの

糖価支持制度による価格上昇である。現在世

界の砂糖市場価格は１トン当たり200～220ド

ルであるが、EU価格では700ドルに跳ね上が

り、この原材料価格の上昇はすぐさま消費者

価格へと跳ね返ると予測される。

（2）トララム・バルト社：安価なエネルギー・

コストと賃金が魅力

トララム・バルト社（Tolaram Ltd.）はシ

ンガポール資本で、エストニアにバルテック

ス2000社（Baltex 2000）、クオリテックス社

（Qualitex）、ホライゾン・パルプ・アンド・

ペーパー社（Horizon Pulp & Paper）、リトア

ニアにアリタウス・テクスタイル社（Alytaus

Textile）を持つ。

そのトララム・バルト本社の中核となるバ

ルテックス2000社は100％綿織物の生産から

スタート、現在は月産500トンの撚糸および

月産330万平方メートルの繊維製品を生産し

ている大手である。過去４年間に積極的な設

備投資を行い、生産の拡張を行っている。

ISO9002も取得済みである。

バルテックス2000社をはじめとするエスト

ニアの繊維製品は、自由貿易協定を締結して

いるEU諸国に非課税で輸出でき、主要国か

らは１週間以内で納品できる近さにある。撚

糸、繊維の主要市場はイタリア、ポルトガル、

スペイン、英国、フランス、ドイツ、スカン

ジナビア諸国などである。現在、同社の製品

はすべてEU諸国などに輸出されている。

クオリテックス社はラトビア国境に近いシ

ンディ市に所在する、超近代的な設備を誇る

繊維会社である。96年に地元企業を買収し、

ジャージーやフリースなど各種の繊維製品を

生産している。

ホライゾン・パルプ・アンド・ペーパー社

の前身は旧ケフラ・パペル社（Kehra Paper）

で38年に操業開始、当時は年産４万トンの無

漂白天然クラフト紙を生産できる能力を有し

ていた。ケフラ・パペル社は旧ソ連時代は農

業用の紙袋の大手メーカーであったが、ソ連

の崩壊とともに生産はストップしていた。95

年にトララム社が買収し、従業員568人で再

スタート、クラフト紙年産５万トン、農業用

紙袋同2,000万袋、ティッシュ同5,000トンの

生産能力を持つまでになった。

トララム社は不動産部門も抱えており、そ

の一例がトララム・センターというタリンに

あるオフィス・工場ビルである。リース面積

20,000㎡の内訳は、事務所6,500㎡、工場

13,800㎡で、フィンランド企業やエストニア

の銀行などもテナントとして利用している。

インタビューで同社の社長は「旧ソ連企業

を買収した頃は操業が非効率的で困難が多か

った」と当時を語り、近代化に多大な努力と

投資が必要だったと振り返る。当時はエスト

ニア政府も投資を支援する制度を有せず、長

期の融資制度もないためフィンランドの金融

機関を利用した。現在では空港、港湾、鉄道

などのインフラは大幅に改善し、エネルギー

価格は他のバルト諸国より安いという。また

土地の購入手続き、事業許可の取得手続きな

どが他のバルト諸国より簡便で、賃金レベル

も月額300ドルと、ラトビアに比べても競争

力があるとしている。

EU加盟によって同社の投資方針に変更が

出るかとの問いに対しては、「エストニアは

エネルギーコストが安い、自由な環境で操業

ができ、賃金も他のバルト諸国と比べて遜色

ない」とエストニアでの経営に自信を示して

いる。

（3）トヨタ・バルティック社：ラトビアへ

の自動車買い出しを予測

トヨタ・バルティック社（Toyota Baltic

AS）は、トヨタ・フィンランド（60％）と

住友商事（40％）の合弁で97年に設立、バル

ト３国のローカル・ディーラー（エストニア



JETRO ユーロトレンド　2001.7104

7

４店、ラトビア２店、リトアニア２店）への

卸売りを主業務としている。同社設立前はト

ヨタ・フィンランドがトヨタ・エストニア

（94年設立）に供給、同社を経由して住友商

事がラトビアとリトアニアでトヨタ車を販売

していた。

トヨタ車の新車市場の占有率はエストニア

で９％（第２位）、ラトビアで６％（第４位）、

リトアニアで４％（第８位）となっており、

バルト３国全体では８％（エストニアが全新

車登録台数の50％を占める）となっている。

バルト諸国では中古車市場も大きな存在で、

全自動車市場の約半分を占めるが、これは自

動車がまだまだ平均的国民には手の届かない

存在であることによる。

エストニア人にとって自動車はまだまだ

「高嶺の花」であるにもかかわらず、「4.5人

に１台」というそこそこの普及率を示してい

るのは、購入者のほとんどが「社有車として

購入・登録、個人に貸与」という方法をとる

ためである。「贅沢品」ではあるもののエス

トニアの自動車輸入関税が「０％」であるこ

とが普及率に貢献している。

同社の従業員は出資会社からの出向を除い

て８人、24才から30才代前半と若い。月収は

タリン市平均が400ドル台のところ600ドルと

やや高めである。99年に前年のロシア危機の

あおりを受けて赤字計上したため2000年の賃

上げはできなかったが、2001年は前年の業績

を反映して５％の賃上げで決着したという。

ちなみに市内電車の料金はこの半年で2.5倍

に上昇している。

道路事情などインフラ整備については敏感

な業種であるが、エストニアの道路事情はラ

トビア、リトアニアより「劣る」と指摘する。

これは旧ソ連時代の政策が影響しているらし

い。それでもラトビアへ向かう道路などは１

年前に比べると改善が見られるという。一方、

鉄道は「100km走るのに３時間かかる」とい

う具合で、いたって評判が悪く、民営化も進

んでいないといわれる。

ガソリンは１リットル当たり約10クローン

（１クローン＝約７円）で他のバルト諸国よ

り安く、インタビューを行った３月22日現在、

ディーゼルより安いという。

他方、タリン港は整備が進んでいるという。

EU加盟後の同社への影響についてはまだ

定かなことはわからないとしながらも、エス

トニアが第１陣で加盟、ラトビアやリトアニ

アが未加盟という事態になれば、自動車への

関税が他のEU諸国同様に課税されることにな

るので、ラトビアに自動車を買いに行く消費

者が増えるのではと見ている。ラトビアから

エストニアへの輸入には自由貿易協定により

課税されないと見込まれているからである。

2000年１月からの法人税撤廃については、

「毎月の申告に切り替わったためかえって手

間が増えた」と、他のインタビュー企業同様、

同社でも評価していない。課税の仕組みがこ

れまでの決算後の利益を対象としたものでは

なく、それ以前の経費の段階で税金が課せら

れることになったため、利益が出る出ないに

かかわらず、税金の支払が生じている点は赤

字企業には問題である。特に企業から個人へ

の自動車貸与、社宅、飛行機でのビジネスク

ラス利用などはそれまで見過ごされてきた

が、2000年から「フリンジ・ベネフィット」

として厳しく査定され、税金を徴収されると

いう。

この「法人税撤廃」はもともと外資を誘致

し、内部留保や再投資を行う企業を増やす狙

いがあったが、国内企業からは以前の方式に

戻すよう要求が上がっており、今後の政府の

対応が注目されるとトヨタ・バルティック社

は述べている。

エストニア経済の景況は「上向きになりつ

つある」とみており、特に自動車購入ローン

などの金利が以前の12～13％から10％へ低下

したことが効いているとしている。

（長田　榮一）
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（参考）

年�

1998年下期�

1999年上期�

1999年下期�

2000年上期�

合　　計�

オーストリア�

ドイツ�

フィンランド�

ポルトガル�

７�

８�

８�

６�

29

EU議長国� 開始された交渉項目�

表１　過去２年間の交渉開始状況�

エストニアのEU加盟交渉の経緯

番　号�

16�

17�

18�

12�

15�

19�

23�

11�

8�

26�

27�

5�

4�

13�

20�

1

中小企業�

科学・研究�

教育・訓練�

統計�

産業�

通信・情報技術�

消費者保護�

経済通貨同盟（EMU）�

漁業�

対外関係�

共通外交・安全保障政策（CFSP）�

会社法�

資本の自由移動�

社会政策・雇用�

文化・オーディオビジュアル政策�

商品の自由移動�

1998年11月10日終了�

1998年11月10日終了�

1998年11月10日終了�

1999年６月22日終了�

1999年６月22日終了�

1999年６月22日終了�

1999年６月22日終了�

1999年12月７日終了�

2000年４月６日終了�

2000年４月６日終了�

2000年４月６日終了�

2000年４月６日終了�

2000年５月26日終了�

2000年10月５日終了�

2000年11月14日終了�

2000年12月４日終了�

項　目� 現　状�

表２　加盟交渉の進捗状況（終了分）�
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番号�

25�
�
6�
�
9�
�
10�
�
14�
�
3�
�
22�
�
28�
�
21�
�
24�
�
2�
�
�
29�
�
�
7�
�
30�
31

関税同盟�
�
競争政策�
�
運輸政策�
�
税制�
�
エネルギー�
�
サービスの自由移動�
�
環境�
�
財務管理�
�
地域政策�
�
司法・内務�
�
人の自由移動�
�
�
財政・予算規定�
�
�
農業�
�
諸制度�
その他�

1999年５月19日開始�
�
1999年５月19日開始�
�
1999年11月12日開始�
�
1999年11月12日開始�
�
1999年11月12日開始�
�
1999年11月12日開始�
�
1999年12月７日開始�
�
2000年４月６日開始�
�
2000年４月６日開始�
�
2000年５月26日開始�
�
2000年５月26日開始�
�
�
2000年５月26日開始�
�
�
2000年６月14日開始�
�
未開始�
未開始�

項　目� 現　状� 交渉のポイント�

表３　加盟交渉の進捗状況（継続分及び未開始分）�

関税コードや実施規則を定めるなどハーモナイ
ゼーションを加速する必要あり。�
競争法の合併規制を修正する必要あり。その他
施行令を定める必要あり。�
重車両税を2005年まで移行期間として認めて欲
しい旨要請。�
風水力発電へのVAT非課税の廃止、たばこ・
燃料の物品税の調和化に移行期間を要請。�
90日間の石油備蓄は設備が高く付くことからエ
ストニアには問題。�
最低２万ユーロの保証金制度に関し2010年まで
の移行期間を要請中。�
オイルシェール産業について2013年までの移行
期間を要請。�
健全な財務管理を保障するためEUとの協力が
重要。�
エストニアは全領土をEUの地域政策対象地域
に含めるよう要請。�
EUは国境管理、行政能力、裁判制度、データ
保護などを重視。�
旧ソ連の教育機関で発行された卒業証明書を認
めるよう要望。EUは微妙な案件につき後日交
渉を提案。�
EU予算への財政貢献は徐々に行いたいという
エストニア側の要請を認めるのは時機尚早と
EUは判断。�
農家への直接支払などに関し、CAP実施に向け
法整備と行政能力を示す必要がある。�

EUの評価に一応の満足（ハンガリー）
ブダペスト事務所

欧州委員会によるEU加盟候補各国の準備

状況に関する報告書について、ハンガリー政

府は、同国を交渉の進んでいる国の１つとす

る評価に一応の満足を示している。今後は、

人の自由移動、資本の自由移動、人種問題な

どの課題への対応が注目される。

１．国内の動き

（1）プログレスレポート（加盟候補各国の加盟

準備進捗状況についての報告書）を評価

マルトニ外相は11月８日、欧州委員会が発

表したハンガリーに関するプログレスレポー

トについて、「結果に大変満足している。現

在、ハンガリーは新規加盟候補の最も有力な国

の１つであり、順調に行けばEU加盟第１陣

に入るだろう。」と結果を評価する発言をした。

また、政府は大統領、首相、外相名で声明

を発表し、「当国は、加盟レースのゴールに

最も近いところにいる。2001年以内に交渉を

終えることも有りうる」とこれまでの強気の

姿勢に変わりのないことを明らかにしてい

る。しかし、オルバーン首相は、プログレス



レポートを「教師と内気な生徒」の間で交わ

される「通信簿」（Report Card）―と揶揄す

るなど、立場の弱さに不快感を表す一面も見

られる。

加盟交渉の難航が予想される主な分野は、

農業、環境、人の自由移動、資本の自由移動

（農地の外国人への開放など）だが、特に農

業については補助金や生産量などが、環境で

は資金不足による基準達成の遅れなどが課題

になるものと見られる。

また、人の自由移動では、第１次世界大戦

後、敗戦国となった同国は、国土が削減され、

現在周辺諸国にはハンガリー系住民が多数い

る（スロバキア57万人、ウクライナ16万人、

ルーマニア162万人、ユーゴスラビア34万人、

クロアチア２万人、スロベニア0.9万人、オ

ーストリア33万人－2001年２月14日付ネープ

サバチャーグ紙）。現在同国と周辺諸国との

往来はほぼ自由だが、EU加盟によるビザの

適用などから往来が制限される可能性があ

る。さらに、国内に60万～70万人いるといわ

れる少数民族（ロマ人）について政府は、教

育や仕事の斡旋などにより地元社会への定着

を図っているが、人の自由移動の実現は、少

数民族を含め、同国の経済状態などに満足し

ない人々が、より豊かな国へ移動する可能性

を秘めていることから、中・東欧諸国からこ

のような人の移動が起こった場合、西欧諸国

がどのように対処するか、人権問題も関係す

るだけに難しい判断が必要となろう。

これに関連して、労働力の自由移動につい

ての交渉は、予定では2001年上半期に決着す

るものと見られるが、同年１月、ドイツ・シ

ュレーダー首相が労働力の自由移動の実施を

正式加盟後７年間の移行期間を設けると提案

したことに対して、ハンガリー政府は、欧州

市民に１等や２等の区別を付けることになり

かねないと反発している。政府は、加盟1年

目を審査期間とし、初年度の実績を見て問題

と判断した場合のみ何らかの措置を導入する

対案を示している。

また農地の購入を外国人に認めるかどうか

についても、交渉が進められている。

なお、少数民族の人権問題として、2000年

７月にロマ人52人（ザーモイ出身）が、政府

の彼らへの処遇を不満として、欧州議会のあ

るストラスブール（フランス）に滞在してい

る問題で、仏政府は2001年３月、15人（大人

７人、子供８人）に移住を認めた。52人のう

ち既に16人が行方不明、６人がカナダに移住、

１人がストラスブールで死亡している。仏政

府は、これまで今回の問題はハンガリーの問

題であるとの立場を取ってきた。

①　今後の課題

プログレスレポートは、課題として次の点

を指摘している。ａ．少数民族（ロマ人）の

偏見・差別への対応の遅れ、ｂ．メディアへ

の政府介入が続いていること（報道の自由の

制限の恐れ）、ｃ．EU環境基準達成の遅滞、

ｄ．労使問題への政府対応の遅れ、ｅ．政治

腐敗（与党である独立小地主党のトルジャン

党首兼農業・地域開発大臣が、公費を私的な

旅行や親族企業への横流した疑いで、大臣を

辞任した事件など）、ｆ．雇用の地域格差や

高成長産業分野での技能労働者不足、ｇ．金

融機関の中小企業支援のあり方に改善の余地

がある、など。このほか、マクロ経済の安定

成長、市場経済化のための基盤強化、インフ

ラ整備の進展、産業構造再編への着手などを

評価するものの、ｈ．インフレ率が10％を境

に改善しないことを指摘、またｉ．財政基盤

の一層の強化を求め、改革の必要な年金基金

へのてこ入れを求める一方、ｊ．慎重かつ迅

速に対応できる金融政策が経済安定に不可欠

としている。

②　政界での加盟支持表明が活発化

2000年は、ニース首脳会議を前に、政界を

中心に加盟を支持する動きが見られた。「EU
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加盟は市民全体の問題」と唱える市民団体パ

ートリア・ソサイエティー（Patria Society、

民主フォーラム、独立小地主党、自由民主党、

社会党の青年層で構成）は、ハンガリーの

EU加盟支持を表明した署名25万人分を、ハ

ンガリーのEU関係当局に提出した。また、

マードル大統領は11月、議会に参加している

全６政党のトップを集め、EU加盟を早期に

実現するとのコンセンサスを確認した。また

同席上、マルトニ外相は、「今後２年間で、

我が国のその後の10年間の行方が決まる」と

述べ、加盟に向けて重要な時期にさしかかっ

ているとの認識を明らかにした。

なお、極右政党の正義・生活党（MIEP）

は、加盟の動きについて、「加盟によって不

利益をこうむる恐れがある場合、自らの力で

それを回避できるのなら加盟は意味がある」

とコメントしている。

（2）ニース首脳会議に対する評価

政府は2002年中に加盟交渉を終え、2003年

に正式に加盟したい考えだが、ニース首脳会

議で「加盟準備を終えた国から順次加盟が認

められる」ことが明らかになり、ハンガリー

にとって朗報となった。首相はEU首脳会議

参加後、「加盟候補各国の個別評価の原則、

および早期加盟の期限が明らかになったこと

は喜ばしい」と述べ、EU首脳会議の結果を

評価した。

しかし、加盟時期がEU側の問題で若干遅

れる可能性があるとの認識は依然持ってお

り、政府は、新規加盟についてEUの機構改

革次第と見ている。

2004年までに加盟した場合、ハンガリーは、

欧州議会にベルギー、ポルトガル、ギリシャ

とほぼ同じレベルの20議席を、また欧州委員

会に12票の採決票を持つことになる。しかし、

同国の議会内には、その人口規模から22議席

が適当との意見があり、今後議論が予想され

る。

なお、ニース首脳会合の結果を踏まえて、

2000年12月17日に首相は、地元ケーブルテレ

ビDUNATVのインタビューに答えて、「2003

年に加盟候補第１陣の１ヵ国としてEUに加

盟し、2004年の欧州議会に参加する」と述べ

た。また「少数民族問題は国家の重荷とはな

っておらず、一般市民に対する以上に誠実に

対応している」と述べ、EUレポートや外国

人権擁護組織からの「少数民族問題への対応

が手ぬるい」との指摘に反論している。また

周辺諸国に居住するハンガリー系住民への対

応について「EU加盟後も、ハンガリー系住

民に対しては、５～10年の滞在ビザを出すな

ど特別な便宜を図りたい」と述べ、ハンガリ

ー・コミュニティーの結束を維持して行きた

い考えを明らかにした。

（3）EU加盟は産業に大きな変化を与えない

（企業調査結果）

ハンガリーには既に欧米や日本の製造・販

売企業が多数進出しており、生産拠点を確立

する一方、中・東欧市場におけるシェアの確

保に向け販売競争を展開している。したがっ

て、加盟を待ってからの進出では市場でのシ

ェアの確保は容易でないというのが一般的な

見方である。

これに関連して、プライスウォーターハウ

ス・クーパーズ社は2000年11月、EU加盟が

企業に与えるインパクトに関する調査で、大

手外国企業は既にEU加盟を見越して進出し

ており、加盟が外国からの投資をさらに促す

ことはないとの分析結果を明らかにした。同

調査は在ハンガリー国際企業40社の管理職に

対するインタビュー形式で行われた。レポー

トのなかで、周辺の労働コストの安い国に比

べ、労働コスト重視型の投資の魅力は失われ

つつあり、今後は、高付加価値、技術重視の

投資が求められること、また、地元企業は

徐々に外資との厳しい競争にさらされてきて

おり、加盟に際しての制度変更などの情報を
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いち早くつかむことが競争力強化のカギと分

析している。

一方、同レポートは、ビジネス界のリスク

回避のために、加盟交渉の経過を公にするな

ど情報の一層の透明性を求めており、政府の

役割として、官民の対話や理解の促進、ハー

ド、ソフト両面のインフラ整備による地元ビ

ジネス競争力の強化、また適切な投資の促進

と地方企業へのビジネスアドバイスの実施が

必要と提言している。

（4）交渉の進捗状況

マルトニ外相は、スウェーデンがEU議長

国である2001年上半期中に、最低６～７分野

（９．運輸、10．税制、25．関税同盟など）

の交渉を終えたいとの考えを明らかにしてい

る。2001年３月末現在、暫定的に交渉を終了

しているのは全31項目のうち、17項目（１．

物の自由移動、３．サービスの自由移動、５．

会社法、８．漁業、11．経済通貨同盟

（EMU）、12．統計、13．社会政策・雇用、

14．エネルギー、15．産業政策、16．中小企

業政策、17．科学・研究、18．教育・訓練、

19．通信・情報技術、23．消費者・保護、26．

対外関係、27．共通外交・安全政策、28．財

務管理）となっている。

ハンガリー政府は交渉のなかで、さまざま

な「実行猶予措置」をEUに要求しているこ

とが、新聞報道などで明らかになっている。

「猶予が認められたケース」では、タバコ

に含まれるタールの量を最大12ミリグラムに

するのを2005年まで猶予されることとなっ

た。また、サービスの自由移動に関して、国

営銀行２行（ハンガリー輸出入銀行、ハンガ

リー開発銀行）は、一時的にEUの銀行業務

に関する指令に従わなくても良いことが認め

られている。

「猶予を求めている案件」としては、運輸

分野で、陸上運輸と水上運輸の交渉を2001年

上半期に、鉄道と航空運輸を同年下半期に終

えたい考えだ。猶予を希望する主な項目は、

①25トンを越えるトラックに対する従量税

を、EUレベルに引き上げるのを2006年まで

伸ばす、②外国運送企業の国内市場への参入

を段階的に実施する、③重量に耐える道路整

備が遅れていることから、車軸重量の上限を、

現在の10トンから11.5トンに引き上げるのを

遅らせる、④外国の鉄道会社への国内線の解

放を2006年まで遅らせる、⑤ハンガリー航空

（Malev）の騒音規制レベルの引き上げを

2004年まで延期するなど。

資本の自由移動分野で交渉される「外国人

による農地所有自由化」問題については、政

府は、外国人は農地を所有できないとする現

在の法律を、加盟後10年間は維持するとのこ

れまでの考えを崩していない。なお、今のと

ころ政府は、外国・地元の別なく企業による

農地所有を認めない考えだ。

環境分野については、猶予を求めていた項

目を９から４に減らし、残る５項目について

も要求を一部取り下げるなど、妥協する方向

で調整が図られている模様だ。詳細について

は明らかにされていないが、大気や地下水な

どの保護は猶予希望項目から削除され、梱包

材の再利用や廃棄物処理、水面上の排出物、

下水などについて要求内容を一部取り下げる

模様で、早ければ2001年上半期に交渉を終え

たい考えだ。

なお、農業分野では、食品衛生や植物健康

（Plant Health）の分野で順調に交渉が進む一

方で、2001年に補助金問題が交渉される予定

である。

２．貿易・投資制度

（1）投資インセンティブ

加盟時に制度変更することが明らかに

投資インセンティブは近年、補助金以外に

新たな制度は発表されていない。2001年３月、

EU加盟を踏まえて、法人税免除などの優遇

措置を見直す法案が政府経済委員会で固まっ
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たが、内容は今のところ明らかにされていな

い。政府関係者によると、同法案は今後議会

で審議され、予定では早ければ2001年内に確

定する見込みである。

本件に関連して、現在出されているインセ

ンティブの加盟後の取り扱いについて投資誘

致機関ITDH（ハンガリー投資貿易促進公社）

に、確認したところ、加盟後も加盟前に適用

されたインセンティブであれば、定められた

期限内は適用される見込みとのことである。

法人税率18％は世界的に最低水準にある

が、①周辺諸国が同国同様、投資インセンテ

ィブを打ち出し始めたこと、②90年代後半に

同国への投資が集中した結果、特に、製造業

分野の投資家の間で同国の労働コスト上昇を

懸念する空気が広がっていることなどから、

これまでのように、外資を独占する時期は過

ぎたと考えられる。近年、日系製造業の中欧

諸国での進出先として、チェコに大型案件が

集中している。ハンガリーでは、外資受入額

が近年、20億ドル前後で安定的に推移してい

るが、さらに投資家を引き付けるためには、

新たな投資誘致戦略の策定が必要と考えられ

る。

ブダペスト周辺やオーストリア寄りの西部

地域と違って、インフラが発達していない東

部地域は、依然失業率が高いところが少なく

ない。同地域にも技術系の高等教育機関はあ

ることから、優秀な若手技術者の活用は可能

であり、高速道路網などインフラの早急なる

整備が期待される。一方、既に外資が多数進

出しているオーストリア寄りの西部地域やブ

ダペスト周辺には、最近外資系中小企業の進

出が見られる。政府は2001～2002年に実施す

る総合経済政策「セーチェニー・プラン」の

中で、中小企業支援を重点項目のひとつとし

て掲げているが、日米欧の外資系中小企業の

進出は雇用の創出のみならず、地域産業への

技術移転でも効果が期待できる。したがって、

中小企業の新規投資、既進出企業の利益の再

投資を促すために、このような企業の活動を

支援するための制度や金融面での一層の支援

が期待される。

（2）制度の変更

①　進展する対EU自由貿易

EU加盟に向けEUからの工業製品に対する

関税率引下げが段階的に進められてきたが、

2001年１月１日をもって０％となり、関税は

事実上撤廃された。今回の措置は、94年１月

に施行されたハンガリーとEU間の欧州協定

にしたがって行われてきたものである。同様

の措置は、欧州自由貿易連合（EFTA）加盟

国（アイスランド、リヒテンシュタイン、ノ

ルウェー、スイス）や中欧自由貿易協定

（CEFTA）加盟国（ポーランド、チェコ、ス

ロバキア、ハンガリー、スロベニア、ブルガ

リア、ルーマニア、ただしルーマニア製乗用

車への関税撤廃は見送られた）、自由貿易協

定締結国（トルコ、イスラエル、バルト３国）

の工業製品にも適用される。なお、EU諸国

におけるハンガリー製工業製品に対する関税

は、98年１月１日に撤廃されている。クロア

チアとの自由貿易協定の締結交渉は、2001年

２月に終了した（②参照）。

この結果、欧州製品と日本製品（例えば、

最恵国待遇：MFN諸国製乗用車への適応税

率13～78％）の関税格差が広がった形になっ

たが、今回の措置について、同国の日系自動

車販売会社は「今回の措置は事前に分かって

いたことで、業務に折り込み済み。品揃えの

ため日本から輸入している車種もあるが、特

別な対応は取っていない」と述べ、ビジネス

に大きな影響はないと見ている。

一方、同国で自動車を生産し国内の新車販

売シェアトップ（2000年で21.07％のシェア）

を誇るマジャール・スズキは、「オペルやフ

ォルクスワーゲンは、今年に入って新車価格

を大幅に値下げしている。昨年末に抱えてい

た在庫の整理を、今回の関税撤廃を利用して
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行っているものと考えられる。イタリアやフ

ランス車は、全欧レベルで見ても低い市場価

格を同国で設定している。事前に分かってい

たこととはいえ、販売競争がいっそう厳しく

なった」と述べている。

関税撤廃と共に、今回、WTO加盟国やハ

ンガリーと自由貿易協定を結んでいる国から

の輸入制限品目の削減も実施され、魚類、繊

維、衣類、靴など一部を除き、新型・中古乗

用車や医薬品など多くの分野で制限がなくな

った。

ハンガリー国立銀行によると、2000年１～

９月の貿易は輸出５兆5,358億フォリント

（前年同期比33.6％増）、輸入６兆2,933億フォ

リント（34.9％増）となった。主な地域別輸

出先ではEU75.6％、CEFTA8.2％、CIS2.4％、

同地域別輸入元はEU58.7％、CIS8 .9％、

CEFTA7.5％であった。2000年通年では、貿

易実績の大幅拡大は確実で、一連の貿易自由

化に向けた措置により、いっそうの貿易の活

発化が期待される。

農産品についても、対EU貿易は自由化が

段階的に進められており、2000年７月１日に

トロピカル・フルーツやスパイス類、大豆製

品などが自由化された。また、2001年１月に

も自由化品目が追加され、ハンガリー農産品

のうち82％（それまでは72％）の品目が無税

でEUに輸出できることになり、この措置に

より関係業界は170億フォリントの経済効果

が期待されると、ナピ・ガズダシャーグ紙は

報じている。一方、EU産品の対ハンガリー

輸出自由化率は54％となっている。

なお、民間の農業関連の研究機関である農

業情報研究所（AKII）によると、2000年１

月から11月までに対EU農業貿易の黒字幅が

縮小し、輸出6,580万フォリント（前年同期

比6.5％減）、輸入は3,660万フォリント（9.8％

増）となった。2000年に対EU貿易が大幅に

自由化されたことを受けて、外務省では農業

貿易の自由化は輸出拡大に寄与するとの予想

をしていたが、今のところそれに反する結果

となっている。

②　クロアチアと自由貿易締結

2001年２月22日、ハンガリーとクロアチア

との間で自由貿易協定が締結され、同年４月

１日に発効した。本協定により、2003年から

両国の工業製品貿易は完全に自由化される。

なお、農産品貿易の自由化については、今回

は見送られた。ハンガリーの自由貿易協定は、

EU加盟国との間で締結した欧州協定（発効

94年１月）を皮切りに、EFTA（発効93年１

月）、チェコ、ポーランド、スロバキア（94

年７月）、スロベニア（96年１月）、ルーマニ

ア（97年７月）、イスラエル（98年２月）、ト

ルコ（98年４月）、エストニア（98年11月）、

リトアニア（98年11月）、ラトビア（99年６

月）と締結している。

③ 品質管理保証の相互承認制度の導入を決

定

2001年２月、ハンガリーとチェコは中・東

欧諸国でははじめて、EUとの間で「品質管

理保証の相互承認制度」（Protocols to the

European Agreement on Conformity

Assessment and Acceptance of Industrial

Products，PECA）の実施を決定した。工業

製品の分野でEU市場統合のメリットが初め

て加盟候補国に拡大されたケースとされ、市

場統合拡大に向けた大きな一歩となった。

ハンガリー・EU間で今回対象となる品目は、

①機械類（Machinery）、②電気保安（Electrical

Safety）、③電磁石適合（Electromagnetic

Compatibility）、④温水ボイラー（Hot Water

Boiler）、⑤ガス器具（Gas Appliances）、⑥医療

機器（Medical Devices）、⑦GLP（Good

Laboratory Practice for medicinal products

for human use）、⑧GMP（Good Manu-

facturing Practice for medicinal products for

human use: inspection and batch certifica-

JETRO ユーロトレンド　2001.7 111



tion）の８品目。EUの検査等各種基準に合格

した関係工業製品は、EU域内で再度の検査

や書類審査が不要となる。このため、EUで

は制度導入によりEUとハンガリー、チェコ

の間の工業製品貿易において、およそ２億

7,000万ユーロの経費が節約できると予測さ

れ、一方同国経済省は、輸出産業は年間

8,000万から１億フォリントの経費を節約で

きるものと見ている。

本制度は議会での承認を経て、早ければ

2001年中に発効すると見られ、対EU工業製

品貿易の一層のスピードアップ、コスト削減

が期待される。なお、電気機器などの保安基

準としてEU諸国で使われている「CEマーク」

は、本制度のひとつである。また、制度の実

施に伴い、政府は品質検査機関の数を現在の

20から４ないしは５に減らす考えだ。

３．その他

（1）ブダペストとウィーンを結ぶ高速道路に

設けられているヘジェシャロム国境検問所

付近では、荷物を運ぶ大型トラックが審査

を受けるために、数キロに渡って数珠つな

ぎになっている光景が頻繁に見られる。こ

うした状況に不満を持つドイツの長距離ト

ラック組合（BGL）は、2001年１月、オー

ストリアおよびルーマニア国境での通過審

査手続きは遅すぎるとして、ハンガリー税

関当局（VPOP）に対する非難を表明したが、

同年２月、ハンガリーはオーストリアと協

議し、審査場所の増設など手続きのスピー

ドアップに取り組むことを明らかにした。

（2）ビラガズダシャーグ紙によると、ドイツ

銀行（Deutsche Bank）は、2000年の加盟

候補諸国の経済力をEU平均値と比較した

結果を発表した。それによると、ハンガリ

ーは、EU平均レベルの70.3％（99年65.6％）、

スロベニア71.3％、チェコ69.4％、エスト

ニア66.3％であった。

４．ハンガリーのEU加盟に対する進
出外資系企業の見方

ジェトロ・ブタペストはEU加盟のメリッ

ト・デメリット、企業戦略などEU加盟に対

する見通しについて、ハンガリーで活動して

いる外国企業２社に、インタビューを行った。

その概要は、次のとおりである。

①企業名：HANWHA BANK HUNGARY

Ltd.（韓国系）

ａ．インタビュー相手：Mr. JUNG（President）、

HAE JUNG（Chief Executive Officer）

ｂ．企業概要：1990年設立、97年にインド・

スエズ・ハンガリー（銀行）の経営権を握

り、社名を現在のものに変更。一般顧客向

け銀行業務が中心。

ｃ．EU加盟のメリット：業務上のメリット、

デメリットは特にない。しかし、製造業は

対EU向け輸出が無税となるなどメリット

はある。

・加盟前、加盟後の企業戦略の変化につい

て：ハンガリーの銀行業界では、既に約40

社（ほとんどが外資系）が顧客獲得競争を

行っており、ビジネスは容易でない。企業

戦略の変化については、今のところ特に考

えていない。

なお、ハンガリーが外資の関心を集めた

大きな理由は、西欧市場に近いという地理

的条件、また安価で質の高い労働力が利用

できたことであろう。同国に対する韓国製

造業の投資は、今後「ハイテク分野」が中

心となろう。（同国でサムソンがTVを生産

しており、最近関連部品企業が進出してい

る。）

・人件費上昇への対応：人件費が急激に上昇

するとは考えていない。ハンガリーに進出

した製造業は、労働者の質に満足している

と聞く。周辺諸国にハンガリーの労働者以

上の質を求めるのは難しいと考えられるこ
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とから、人件費上昇の結果として賃金の安

い周辺諸国に生産拠点を移すとは考えにく

い。

・投資インセンティブ変更の影響：現在企業

が得ているインセンティブは、例えEU加

盟を迎えても、定められた期限内は適用さ

れると理解している。

②企業名：ORION Electronics Ltd.（シンガ

ポール系）

ａ．インタビュー相手：Mr. Santosh K.Sharma

（Technical Director）、Mr. Dilip Modi

（General Manager‐Finance）

ｂ．企業概要：1913年設立、1920～30年代に

ラジオ製造、56年にテレビ製造開始。この

他体制転換前、マイクロ波通信機器をソ連

や東欧、アジア、アフリカ各地向けに製造。

体制転換前は、ハンガリーを代表するエレ

クトロニクス製品メーカーだったが、転換

後、コメコン市場喪失などの影響から経営

が悪化、97年以降、タクラル（THAKRAL）

グループ（シンガポール）が97年にイン

ド・スエズ・ハンガリー（銀行）の経営権

を握り、1）ケンウッドのカーオーディオ

品などのOEM生産（売上の20～30％）の

他、2）TVやオーディオ製品、また白物家

電を製造（同50％）、3）倉庫業務（４万

5,000m２）を行う。従業員数は720人（同社

資料）、売上97年520万ドル、98年790万ド

ル、99年1,010万ユーロ、2000年1,400万ユ

ーロ。

ｃ．EU加盟のメリット・デメリット：安価

な労働力の利用と、関税などを含めた輸送

コスト減はメリット。人件費上昇はデメリ

ット。生産コストは、ハンガリーがEUに

加盟するまでの今後３～４年上昇する。し

かし、東西ヨーロッパの賃金格差は簡単に

縮まらないと見ている。

・加盟前、加盟後の企業戦略の変化につい

て：労働コストを考えながら追加投資を行

うかもしれない。

・人件費上昇への対応：同社は、将来的には

労働集約型生産ラインはルーマニアに移す

かもしれない。その場合、高付加価値製品

は同国で、それ以外の製品はルーマニアで

製造することになる。したがって、同国で

は労働コストが上昇するにしたがい、より

ハイテク製品の製造を行う考え。他の中欧

諸国に比べ人件費が高いとは考えていな

い。

・投資インセンティブ変更の影響：同社に影

響はない。他社が利用してきたインセンテ

ィブが期限切れを迎えた場合、当社にとっ

ては有利となる。

・インフラ整備の進捗、その他：外資にとっ

ての魅力は1）西欧市場に近いという地理

的条件、2）インフラを含め整備された流

通網、3）質の高い労働力、4）質の高い教

育制度など。西欧に比べて低い生活コスト

も魅力。

98年に始めた同社のOEM生産ビジネスは

最近低調。TVは年間３万5,000台生産し、

ユーゴスラビア、ウクライナ、ルーマニア

などにも輸出、同輸出ビジネスは成長して

いる。

（本田　雅英）
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2002年末までにEU加盟準備完了目指す（スロベニア）
ウィーン・センター

政府は、2001年にはエネルギー、環境など

の分野でEU加盟交渉を終了させ、2002年末

までの加盟準備の終了を目指している。対

EUの輸入関税は撤廃されており、投資イン

センティブ制度もEU基準に準拠したものと

なっている。世論調査によると、産業界、国

民の大半はスロベニアのEU加盟に対して肯

定的な反応を示している。

１．EU加盟進捗状況に対する政府、
産業界、国民の反応

（1）政府はプログレスレポートを評価

スロベニアでは2000年４月、独立以来政権

を担ってきた中道左派のドルノフシェク政権

が連立パートナーの離反から崩壊、２カ月の

政治的空白の後に中道右派のバユーク政権が

誕生したものの、11月の総選挙では再びドル

ノフシェク政権が復活するなど、ユーゴスラ

ビア連邦からの91年の独立以来、最大の政治

的混乱に見舞われた。しかし、政党のほとん

どがEU加盟を支持していることもあり、こ

うした政治的混乱の影響に流されることなく

同国のEU加盟準備は一貫して継続されてき

ている。

2000年11月８日に欧州委員会が発表したプ

ログレスレポートでは、スロベニアの加盟準

備状況が肯定的に評価されており、国内では、

EU加盟が順調に進んでいる証との受け止め

方が一般的である。同レポートでは、スロベ

ニアの法体系のアキ・コミュノテール（欧州

共同体の基本条約に基づく権利と義務の総

体）との調和を評価しており、特に国内市場

や農業、エネルギー、環境といった重要分野

において進展が認められた。一方、銀行など

金融セクターの自由化および民営化の遅れや

行政機構改革、低い外国投資受け入れ、司法

手続きの遅れなどについては、他の加盟候補

国より遅れていることが指摘されている。中

でも特徴的な問題として指摘されたのは次の

事項である。

①行政機構改革

スロベニアにおける公務員数は現在約１万

8,000人程度であり、適切な行政サービスが

提供されていない。さらなる公務員の採用と、

教育訓練が必要。

②国境管理

スロベニアは現在、EU域外からEU諸国へ

の不法入国者の窓口になっている。国境管理

については、顕著な進展が見られない（2000

年の１年間で、スロベニアの国境警察が逮捕

した不法入国者数は３万5,000人で前年比倍

増している）。

③免税店の廃止

オーストリア、イタリア、ハンガリー国境

における免税店の廃止措置に躊躇している。

政府は11月９日の通常国会において、「プ

ログレスレポートは、スロベニアがこれまで

継続してきた加盟交渉およびアキ・コミュノ

テールとの調和作業を肯定的かつ現実的に評

価している」と述べ、2002年末までの加盟準

備作業の終了を強調した。ペテルレ外相（当

時）は、「プログレスレポートの評価は現実

的なものであり、批判個所は予想済みである」

と述べ、欧州委員会が加盟準備の整った候補

国から順次加盟させていく立場を維持してい

ることも、スロベニアにとっては歓迎すべき

こととしている。ポトエニック対EU交渉団

代表も、プログレスレポートを評価、「2000

年は国会選挙と政権交代という政治的混乱の

中にありながらも、加盟準備作業は順調に進
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んだ」と振り返る。

政府内でさらなる努力が必要と認識されて

いるのは、以下の事項である。

ａ．行政機構改革

ｂ．国有企業の民営化

ｃ．対内直接投資の促進

ｄ．司法手続きの迅速化

ｅ．国境付近の免税店の廃止

特に行政機構改革の遅れが指摘されている

政府は、現在の公務員の再配置や新規雇用を

通じた行政機能の拡大案を計画中である。新

規採用の公務員の大半は、対EU関連の部署、

特に外務省に配置する計画である。

また、これとは別に、EU加盟後の対EU関

連行政を担う人材育成の一環として、公務員

の再教育制度も2000年に導入し、人口200万

人の小国が膨大な量に膨れ上がるEU関連業

務を担える官公庁作りに専念している。現在

の行政改革は2002年までには完了させる予定

であり、その後さらなる制度改革（勤続5年

以上、33歳未満の公務員の早期幹部登用制度

など）を計画している。

国有企業の民営化について政府は、2001年

中に、スロベニア・テレコムの政府保有株式

の15％を売却する予定であり、同様に２大国

有銀行ノヴァ・リュブリャンスカ・バンカ

（NLB）およびノヴァ・クレジトナ・バン

カ・マリボール（NKBM）の株式もそれぞれ

35％、40％放出することを表明している。政

府は一連の民営化過程で、指摘された低い外

国直接投資受け入れ額を増加させる意向も併

せ抱いている。

焦点となった免税店の取り扱いについて

は、地域の雇用問題から根強い反対があった

ものの、オーストリアとイタリアの国境に接

する免税店を６月１日から廃止する法案が２

月に可決されている。

（2）産業界はEU加盟を概ね歓迎

産業界のEU加盟に関する姿勢はおおむね

肯定的である。産業界の３分の２は、EU加

盟により世界市場での競争力を増すことが可

能になると考えているという調査結果も発表

されている。また大部分は、EU加盟によっ

て生じるメリットはデメリットを上回るとし

て歓迎している。

産業界から見たEU加盟のメリット、デメ

リットは以下のとおりである。

①EU加盟のメリット

ａ．EUレベルでの共通の行政、基準が期待

できること

ｂ．安定したビジネス環境

ｃ．資本、技術、ノウハウ、巨大市場などの

獲得

②EU加盟のデメリット

ａ．輸入関税の撤廃と国内市場での競争激化

ｂ．政治的主権の喪失

一方で、これまで国家保護の下にあった食

料品業界、銀行、保険、エネルギーなどの各

業界では、EU加盟後の価格競争などに懸念

を抱いている模様である。

（3）国民の大半もEU加盟に賛成

国民もほとんどがEU加盟に賛成している。

2001年２月の世論調査では、国民の53.4％が

賛成、22.9％が反対という結果がでている。

2000年２月の調査結果と比較すると、賛成は

6.1ポイント減少、反対は5.7ポイント増加し

た。加盟反対派の人々は、第一に社会保障レ

ベルの低下、言語や文化面でのアイデンティ

ティの喪失、西欧からの安価で良質な農産物

輸入増による農業の衰退や農地の外国人によ

る保有などを危惧しているようである。特に、

スロベニアの独立国としての歴史は91年以降

の10年間とまだ短かく、せっかく手にした主
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権国家がEUのコントロール下に置かれるこ

とに躊躇する姿勢があると言われている。し

かし、反対派も、EU加盟によって得ること

のできる民主主義、法体系、安全保障、経済

成長といった面は評価している。

（4）ニース首脳会議の結果を評価

ドルノフシェク首相は、2000年12月にニー

スで開催されたEU首脳会議で合意された特

定多数決制度の導入など一連のEU機構改革

への支持を表明しており、政治家、メディア、

国民の多くも同会議の結果に満足している。

特に、EU側が2002年末までには新規加盟国

を受け入れる体制を整えることで合意したこ

とが、好意的な反響を呼んでいる。

スロベニアのクーチャン大統領は2001年１

月19日、「ニース会議は、機構改革という側

面では物足りない部分もあるかもしれない

が、スロベニアなど加盟候補国にとっては良

い結果で終わった」とコメント、EU加盟へ

のドアは開かれ、2004年には欧州議会に議員

を送り出すことが現実的なものになったとし

ている。

スロベニアにとっての具体的成果として

は、2005年から欧州委員を「１カ国１委員」

とすること、閣僚理事会での特定多数決持ち

票の見直し（加盟後、スロベニアは４票）、

欧州議会での議席数（加盟後、スロベニアは

７議席）などが挙げられる。特に、欧州議会

での議席数は、同じ加盟候補国であるチェコ

が人口50万人当たり１議席、ドイツ、フラン

スが人口90万人当たり１議席であるのに対

し、スロベニアは29万人に対して１議席とな

ることで、人口200万人の小国である同国が、

加盟後、EUの枠組みの中で国家としての影

響力を維持できるという観点から、評価する

声が高い。

（5）アキ・コミュノテールとの調和をほぼ終

了

政府は2001年１月18日、アキ・コミュノテ

ールの大部分の取り込みが完了したと発表し

た。具体的には2001年３月末時点では、ア

キ・コミュノテール31項目のうち、18項目に

ついて欧州委員会との交渉を終了している。

①交渉終了した18項目（番号は加盟交渉項目

番号）

（1）モノの自由移動（3）サービスの自由移動（4）

資本の自由移動（5）会社法（8）漁業（11）経済通

貨同盟（EMU）（12）統計（13）社会政策・雇用（14）

エネルギー（15）産業政策（16）中小企業（17）科

学・研究（18）教育・訓練（19）通信・情報技術

（22）環境（23）消費者保護（27）共通外交・安全

保障政策（CFSP）（28）財政管理

②2001年前半に交渉終了を目指している項目

（9）運輸（20）文化・オーディオビジュアル政策

③その他の交渉未終了項目

（2）人の自由移動 （6）競争政策（7）農業 （10）

税制（21）地域政策（24）司法・内務（25）関

税同盟（26）対外関係（29）財政・予算規定

２．投資インセンティブはすべてEU
基準に準拠

スロベニアは2000年、新たな投資インセン

ティブとして、同国経済省の機関である投資

促進庁（TIPO）を通した助成金制度を導入

した。これは、企業が２年間で新規雇用を

100人、もしくは研究・開発分野や低開発地

域で新規雇用を20人創出した場合、TIPOか

ら補助金が支給されるもので、支給額はケー

スごとの交渉によって確定される。2000年は

３件、合計300万米ドルの支給実績がある。

例を挙げると、３件のうち英国企業TCGユ

ニテック社の投資計画（５年間で450人の新

規雇用を予定）に対しては、最初の120人の
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雇用分について約100万ドルが支給された。

スロベニアが現在提供している主な投資イ

ンセンティブは下記のとおりとなる。なお、

これら投資インセンティブについては、

TIPOが調査した結果、すべてEU基準を満た

しており、当面変更の予定はない。また政府

は、新たに対内直接投資促進にかかわる計画

を2001年に考案するとしている。

①投資インセンティブ

ａ．自由経済区（コペル、マリボールの２カ

所）における法人税は25％から10％に軽

減される。

ｂ．２年間で100人以上の新規雇用、もしく

は研究・開発分野や低開発地域で20人以

上の新規雇用を創出した場合、TIPOから

補助金が支給される。

ｃ．失業者を雇用した場合、地域の雇用局が

再教育費の一部を負担する。

ｄ．失業者を雇用した場合、社会保険料が部

分的に、または全額払い戻される。

ｅ．有形固定資産（乗用車を除く）に投資し

た場合、最大40％まで課税控除の対象と

なる。

ｆ．特別減価償却（土地５％、コンピュータ

50％など）

３．対EU関税はすべて撤廃

対EUでは、非センシティブ製品に対する

関税は2000年１月１日から撤廃されている。

センシティブ製品については、自由貿易協定

締結国・地域（EU、EFTA（注1）、CEFTA（注2）、

エストニア、リトアニア、ラトビア、クロア

チア、マケドニア、イスラエル、トルコ）の

製品に対する関税が2001年１月１日をもって

撤廃された。

４．外国企業への影響は最小限

EU域外の国々からスロベニアに進出して

いる企業数はそれほど多くなく、全体の10％

程度である。なお、日系企業では、製造業は

ゼロ、自動車販売業として３社が進出してい

る。EU域外からスロベニアに進出している

外資系企業は、主にクロアチア、米国、スイ

スなどの企業である。

まず、クロアチア企業については、スロベ

ニアのEU加盟後も大きな影響はないことが

明らかである。クロアチアとスロベニアの間

では、自由貿易協定が締結されており、現在

でもEU各国と変わらない取り扱いを受けて

いる。スロベニアがEUに加盟する頃には、

クロアチアはEUと安定化・連合協定（SAA）

を締結させていることが確実で、加盟後もク

ロアチア企業の立場は大きく変わらない。

スイス企業や他のEFTA、CEFTA諸国も

同様で、既にスロベニアと自由貿易協定を締

結しており、スイス企業はスロベニア国内市

場でこれまで通りの競争力を発揮できると考

えられている。

しかし、不動産の取得はEU域内の個人、

企業を対象に自由化されたため、この部分で

はEUに加盟していないスイス企業を始め、

EU域外の企業が不利益を被るケースもあり

得る（EU域外の個人、企業が不動産取引を

する場合は、その経済活動の内容を審査して

資格が与えられる）。

米国企業や他の外資系企業については、ス

ロベニアのEU加盟により、上記の国々より

も大きな影響が生じると予想されるが、対

EU関税の撤廃など、すでに多くの制度変更

が実現している。

米国や韓国などの企業に対するインタビュ

ー結果では、多くの企業がスロベニアのEU

（注１）欧州自由貿易連合（アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スウェーデン）
（注２）中欧自由貿易協定（ポーランド、チェコ、ハンガリー、スロバキア、ルーマニア、ブルガリア、スロ

ベニア）
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加盟で生じる変化は最小限にとどまるだろう

と予測している。これら回答企業は、中・東

欧における自社のシェアは、今後2000年から

2005年の間に３～６％程度低下すると予測し

ており、製品の価格調整で対処していくとし

ている。また、スロベニアのEU加盟で生じ

るデメリットはメリットを上回るかもしれな

いが、それほど深刻な状況にはならないだろ

うとして、当面はスロベニアからの撤退を考

えていないことを明らかにしている。

中・東欧諸国の労働コストの変化について

は、短期間で急激に上昇するとは考えられて

いない模様であり、2005年以降も、西欧に比

べて依然低い状態であることが見込まれてい

る。スロベニアの賃金水準は、中・東欧諸国

の中では突出して高いが、今回回答した企業

は、EU加盟準備が進み、労働関連の法整備

が進むことで、逆に現在よりも賃金水準が低

くなり、生産性も向上することを期待してい

る。もし、この期待に反してスロベニアの賃

金水準がEU加盟後急激に上昇した場合は、

これら企業はボスニア・ヘルツェゴビナな

ど、EU域外の国々へ生産設備を移転させる

としている。

環境関連の規制については、現在でもスロ

ベニアの環境規制はEUのものとさほど変わ

らないとして、スロベニアのEU加盟でデメリ

ットが生じるとは考えていないようである。

回答企業が挙げたスロベニアのEU加盟に

よるメリット、デメリットは以下のとおり。

①メリット

ａ．政治・経済の安定

ｂ．法律・基準の統合（EUスタンダード化）

ｃ．欧州内（EU内）にある自社の流通設備

などへのアクセスが容易になること

②デメリット

対EU関税撤廃によるEU域外企業製品の競

争力低下

これまでスロベニアが実施してきたEU加

盟準備作業について、これら外資系企業はお

おむね満足している。最も評価されているの

は、1991年以降、スロベニア国内のインフラ

が高規格化していることである。回答企業の

指摘事項は以下のとおり。

③改善に満足

ａ．道路

ｂ．電話通信

ｃ．エネルギー

④さらなる改善が必要

ａ．銀行・保険業の自由化および民営化

（2001年後半から2002年内にかけて実施予

定）

ｂ．鉄道網およびサービスの向上（特にコペ

ル港からハンガリー方面への鉄道網拡充

と高速化が求められている）

（松田武志）

予想外に厳しいプログレスレポートの評価（チェコ）
プラハ事務所

チェコ政府は、EUプログレスレポートの

チェコに対する評価が予想外に厳しいものと

受けとめている。2000年12月のニース首脳会

議では、最初の新規加盟は2004年以降との見

方が示され、これを受けてチェコ政府も最近

では、2004年の加盟を目指している。



１．EUプログレスレポートに対する
反応

2000年11月、欧州委が発表した「加盟候補

各国の進捗状況についての報告書（プログレ

スレポート）」のチェコに対する評価は、予

想外に厳しいものとしてチェコ国内では受け

とめられている。直前までチェコの政府関係

者は、今回のレポートでは、チェコの改革の

進展状況は高く評価されるとみていた。さら

に、たびたび報道された欧州委員会側の見方

もそれを裏付けるものばかりであった。

現政権は、少数与党政権であるにもかかわ

らず、EU加盟に向けた与野党の統一歩調の

下で多くの法律・制度の改正を実現し、EU

法制への適合は加盟候補国のなかで最も進展

していると国内外で高く評価されていた。プ

ログレスレポートで新たに設けられた加盟候

補国の対応の進展状況に関するランキングで

は、チェコは第１ランクのマルタ、キプロス、

第２ランクのハンガリー、ポーランド、エス

トニアに遅れをとる第３ランクと位置付けら

れていた。

チェコは、90年代前半において中・東欧で

最も順調に体制転換が進んでいると国際的に

高い評価であった。97年の通貨危機後に経済

成長がマイナスに陥いると、90年代前半にと

られたチェコの民営化政策「クーポン民営化」

は、結果的には失敗だったという見方が一般

的になった。「クーポン民営化」とは、外資

に頼らず国内資本で民営化を進めることを目

的に国営企業を株式会社に転換するにあた

り、その株式と交換できるクーポン券を発行

し、国民にこのクーポン券を低額（１クーポ

ン＝1,000コルナ）で提供する手法であった。

しかし、国営企業側のディスクロージャーが

伴わず、国民も企業を選択するノウハウに欠

けていたため、クーポン券の大多数は、国内

銀行が設立した数多くのインベストメント・

ファンドによって買い取られた。その結果と

して、企業の株式は国内銀行に集中して保有

されることとなったが、同時に銀行は当該企

業への資金の貸手にもなった。このため、

中・東欧市場のマイナス成長と企業内でのリ

ストラの立ち後れから、企業の業績が悪化す

るにつれて、銀行の不良債権は雪だるま式に

膨らみ、不良債権比率が約４割という状況に

至った。また、銀行の融資債権が足かせとな

って企業のリストラや淘汰が進まなかった。

EUプログレスレポートのチェコに対する評

価の厳しさは、主としてこれらの点に向けら

れている。

しかし、外国直接投資の旺盛な流入に支え

られて、チェコのGDP成長率は、99年第３四

半期以降プラスに転じ、2000年の実績は

3.1％であった。今後数年にわたって成長を

続けるというのが、内外の一致した予測であ

る。また、チェコの１人当たりGDPは中・東

欧で２番目に高い。最も高いのはスロベニア

であるが、同国の人口は200万人弱であり、

人口1,000万人以上の国で見ればチェコの１

人当たりのGDPは、中・東欧では最も高い。

また、チェコは伝統的な工業国であり、第２

次大戦前の１人当たりのGDPは世界第７位と

先進工業国の一角を成していた。世界で３番

目に自動車の商業生産を開始し、米国フォー

ドよりも早い。自動車、航空機、軍事兵器、

工作機械などの製造技術の高さは、社会主義

時代から現在に至るまで維持されており、国

内のほぼ全地域に技術力を持った企業や熟練

工、工業インフラが存在している。道路や鉄

道の整備・敷設状況も中・東欧で最も進んで

いるという見方が一般的である。さらに、

2001年３月に発表されたEUの統計局ユーロ

スタットの調査（1998年の統計）によれば、

チェコの首都プラハは中・東欧で唯一EU15

カ国の１人あたりのGDPを上回っている

（EUの平均を15％上回る）。

このため、今回のEUレポートのランキン

グに関し、EUに対するチェコ側の不信感は
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強い。評価の視点によって様相が異なるもの

をあえてランキングという形で公表したこと

自体、その妥当性、必要性が疑われるとして、

チェコ外務省は、EU委員会に対し激しい抗

議を行った。

ニース首脳会議では、EU拡大の実施時期

に関するタイムスケジュールが発表され、最

初の新規加盟は2004年以降との見方が示され

た。チェコ政府は従来、2003年の加盟を目標

としてきたが、これを受けて最近では2004年

の加盟を目指している。また、同首脳会議で

は、加盟候補国を含めた欧州議会の議席数の

再配分が示された。この案では、チェコは

EU加盟時に20議席を得ることとされたが、

チェコ政府は同規模の人口であるベルギー・

ポルトガル・ギリシャが22議席を得ることと

均衡がとれないとして欧州委に議席数の増加

を求めた。欧州委はこの要求を却下したが、

EU加盟交渉において議席数を調整する余地

があることを認めた。

２．投資インセンティブへの影響

チェコは、89年の体制転換以後90年代の後

半に入るまで、外国投資の誘致について極め

て消極的であった。しかし、98年に政権が変

わってからは、積極的な誘致姿勢に転換した。

投資インセンテブ制度は、98年10月から施行

され、さらに、2000年５月には、制度を統合

した投資インセンティブ法が施行され、イン

センティブの対象や内容も拡大された。

EUは域内の競争政策上、国家援助につい

て一定の基準を規定しており、例えば、国家

補助金は、低開発地域の経済開発などに限っ

て認められている。チェコは、EU準加盟協

定を締結しており、投資インセンティブは

「国家援助」にあたり、チェコが投資インセ

ンティブを供与する場合は、同協定に基づき

あらかじめ欧州委の承認を得る必要がある。

投資インセンティブ制度は、98年10月から施

行されたが、欧州委は同制度が国家援助の規

定を満たしていないものとした。このため、

チェコ政府は、新たな投資インセンティブ法

の制定に際し、EU規定の遵守およびインセ

ンティブの拡充（新規投資だけでなく生産拡

張事業も対象に追加など）を図るため、事前

に欧州委の承認を得た上で同法を2000年５月

に施行した。その結果、チェコはEUに加盟

するまでの間は現行の投資インセンティブ制

度を維持することができる。したがって、現

行制度の有効期間（原則としてチェコがEU

に加盟するまでの間）に、インセンティブの

供与を決定された投資案件は、その決定内容

にしたがってチェコのEU加盟後も一定期間

は移行期間としてインセンティブの供与を受

けられるとみられる。EU加盟後は、チェコ

政府は、現行制度のインセンティブの供与を

決定することはできなくなる。チェコ政府と

しては、EU加盟後も一定期間は現行制度を

維持できるよう欧州委と協議を進める意向で

ある。

98年以降チェコの積極的な外国投資誘致策

への転換により外国直接投資は、著しく増加

している。これは投資インセンティブ自体の

効果というよりも、チェコインベスト

（CzechInvest、投資誘致機関）をはじめとし

た政府機関や自治体の積極的な姿勢が、外国

企業の投資決定に意外に大きな効果を及ぼし

ているからである。さらに、法人税の免除や

雇用・人材育成に対する補助金が、投資企業

にとって大きなメリットとなっている。しか

し、日本企業による投資の例でも、インセン

ティブが投資の決定要因となったケースはほ

とんどない。企業の投資決定要因としては、

労働コスト、工業や輸送のインフラ、為替レ

ートの安定性などの経済状況、製品のサプラ

イヤーや納入先、あるいは近隣諸国にある自

社の他工場へのアクセス、さらには駐在員や

その家族の生活環境などがより重要となって

いる。特に昨年来のポンド高・ユーロ安によ

って、製造業にとってコスト削減努力の拡大
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は至上命題となっており、西欧における製造

拠点を労働コストの低い中・東欧へシフトす

る動きや、部品・原材料の調達を欧州外から

欧州内へとシフトする動きが強まっている。

EU加盟によって、現行の投資インセンテ

ィブには、何らかの変更が生ずることは避け

られないであろうが、外国企業の投資動向に

はほとんど影響を及ぼさないと思われる。当

地の報道においても、この点を危惧する論調

や外国企業の見方はない。

３．EU加盟条件に関する取り組み状
況

チェコは2000年末現在で、EU加盟のため

のアキコミュノテール（欧州共同体の基本条

約に基づく権利と義務の総体）31項目のうち

13項目について、欧州委との交渉を終了して

いる。昨年来、民法、商法、労働法、破産法、

外国人滞在法等をはじめとして、EU法との

整合性を図るために多くの法制改正が行われ

た。

工業製品の関税については、EU準加盟協

定に基づいて年々引き下げが行われてきた

が、2001年１月１日からごく一部の例外品目

を除きほとんどすべての工業製品について、

EUからの輸入関税が撤廃された。例えば、

乗用車については、関税率3.42％が０％とな

り、EU外からの輸入関税17.1％との格差が拡

大しており、チェコでの日本車の販売は、従

来以上に厳しい状況に直面している。関税撤

廃の例外品目の例としては、セミ・トレーラ

ーが挙げられるが、2001年１月１日から従来

の4.5％が３％に引き下げられた。2002年１

月からはEUとの間の工業製品の関税は、完

全に撤廃される予定である。

また、2001年２月、チェコ政府は、早期の

EU加盟の実現を図るため、通信サービスの

付加価値税（VAT）や燃料のVATの税率引

き上げ、電力市場の自由化の実施に関し、

EU加盟後も一定期間の実施猶予の要求を取

り下げる意向を表明した。

国営企業の民営化についてチェコ政府は、

電力、ガス、通信、鉄鋼、銀行（最後に残っ

た１行であるコメルチニ・バンカ）などの基

幹産業における国有株式の売却を本年中に実

施する方針を示している。

国と地方を合わせた財政赤字は2001年には

さらに拡大すると予測され、将来のマクロ経

済の不安定要因になりかねず重要な課題とな

っている。単一通貨ユーロ（欧州通貨同盟：

EMU）参加条件を定めたマーストリヒト条

約では、財政赤字のGDP比は３％を超えては

ならないとされているため、財政赤字の縮小

はEU加盟のための最優先課題となっている。

４．EU拡大に関する進出企業の認識
と対応

チェコ進出企業にインタビューした結果で

は、チェコのEU加盟によって各社の事業に

生ずる具体的なメリット・デメリットは、各

社ともさほど大きくない。例えば、通関手続

は、既にEUとの間でかなりの程度共通化が

図られており、通関上の問題は全くない。現

在、関税やVATの免除を得るためには輸出

を証明する書面が必要で通関業務が避けられ

ないが、EU内での通関業務自体がなくなれ

ば、メリットは大きいという見方がある。ま

た、EU加盟により、部品輸入に際して関税

の逆転が生じるものがあるが、大きなデメリ

ットではないという見方で共通している。労

働コストの上昇については、長期的には上昇

するが短期間での急な上昇はないと見てい

る。したがって、特段、EU加盟を意識した

対応はとられていない。

一方で、EU加盟によって生じる影響に関

するチェコ政府の調査結果では、中小企業が

国際的な競争に勝ち残ることは難しいという

点が危惧されている。特に、外国投資の流入

拡大に伴い、チェコの外国企業がサプライヤ

ーを外国から連れてくることによって、チェ
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コの中小サプライヤーが納入先を失うと見て

いる。同調査の結果でも、EU加盟によるデ

メリットを具体的に認識して対応をとってい

る企業は少なく、インタビュー結果と同様の

傾向が示されている。

（1）松下テレビジョン・セントラル・ヨーロ

ッパ

松下電器産業は、95年にFSを実施し、96

年にチェコでの投資（TV製造）を決定、97

年４月には操業を開始した。2000年は、年間

110万台を製造している。従業員数は約1,500

人であるが、日本人駐在員は11人と少ない。

チェコ西部のピルゼン市（プラハから南西に

約100km）の工業団地への入居第１号であっ

た。同社が、当地に進出を決めた理由は、ド

イツのシュトュットガルトにある同社のTV

ブラウン管工場に近かったこと、工業都市と

して工業基盤やインフラが整っていたこと、

工科系の教育に優れた大学がごく近くに存在

していたこと、95年当時の経済状況が良好で

あったこと、首都プラハからそれほど離れて

いなかったことなどである。製品の約８割が

EUをはじめとする西ヨーロッパに輸出され

ている。英国への輸出はポンド建て、欧州の

他の国への輸出はユーロ建てで行っている。

チェコでの部品調達率は約７％であるが、ス

ロバキアに進出している日系部品メーカーか

らの納入を含めると15％に達する。2000年に

はＲ＆Ｄセンターを設けている。同工場の不

良品率は、1.5％と同社の他工場と比べて極

めて低い。同社の投資は、製造業における日

本からのグリーンフィールド投資の第１号で

あり、その順調な立ち上がりと生産の拡大は、

成功事例として後続の日本企業に大きな影響

をもたらしている。チェコでの投資や調達を

検討している日本企業は、同社工場を訪問し

て現場の情報を収集しており、同社による情

報発信は2000年来の日本企業によるチェコへ

の投資ラッシュに寄与している。

（2）昭和アルミニウム・チェコ

97年に投資を決定し、99年から操業を開始

している。自動車用エアコンのラジエーター

を製造している。プラハ空港に近いクラドノ

市の工業団地の入居第１号であり、チェコの

外国企業に対する投資インセンティブの適用

第１号でもある。従業員数は約300人であり、

日本人駐在員は４人である。製品の75％は

EUに輸出されている。チェコでの部品調達

率は３％であるが、徐々に拡大しつつあり、

同社によればチェコのサプライヤーのレベル

はかなり高い。チェコへの進出を決めた理由

の一つは、大口取引先である独フォルクスワ

ーゲン社から、製造業投資ならチェコだとい

う強い勧めがあったことである。チェコのな

かでもクラドノ市に決めた理由は、同市が製

鉄業を中心とする街であったため失業率が高

く、同市が外国企業の誘致に熱心であったこ

と、プラハに近く駐在員にとって良好な条件

であったことなどである。同社の見方では、

技術者の基礎レベルは日本よりも高い。空港

から近いこともあり、日本企業からの訪問者

が多く、日本企業に対する情報発信のベース

となっており、後続の日本企業投資の拡大へ

の貢献度が大きい。

（3）AVXチェコ

AVX社は、もともとは米国を代表する電

子部品メーカーであったが、89年に日本の京

セラが買収した。チェコへの進出は91年で、

英国に設立されたAVXからの出資によるも

のである。携帯電話や自動車などに用いられ

るキャパシターを製造している。立地は、チ

ェコ中東部のランシュクロン（プラハから東

に約150km）である。そこにチェコのキャパ

シター・メーカーや工作機械メーカーが存在

していたことが動機として大きい。同社の製

造設備には、近隣のチェコ・メーカーの工作

機械も多い。従業員数は4,800人であるが、

日本人の駐在員はいない。製品は100％EUに
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輸出されている。チェコでの部品調達率は

20％である。同社は、自動車メーカーのシュ

コダ・オートに次いでチェコで２番目に輸出

貢献度の高い企業である。

５．その他

EU加盟条件のなかには、EU内の国にとっ

て受け入れが難しいものもある。労働者の移

動の自由がそれであり、ドイツとオーストリ

アは、EUの東方拡大によって中・東欧から

の労働者の移動が増えて国内の職が奪われる

ことを危惧しており、EU東方拡大の実現後

７年間は中・東欧からの労働移動を制限する

ことを提唱している。しかし、チェコではも

ともとドイツ、オーストリアをはじめ諸外国

への労働者の移動は少ない。2000年にチェコ

からEU各国へ移動した労働者は１万８千人

にすぎず、世論調査の結果でもEU加盟後に

チェコからの労働者として移動を考えている

数は約17万人である。したがって、このよう

な提案はチェコにとって実害はほとんどない

が、チェコ政府および政界は、戦後のヨーロ

ッパ統合の歴史における基本理念に反するも

のとして反発を示している。

ユーロへの加盟についてチェコ政府は、通

貨投機が防止できるというメリットは認めつ

つも、ユーロへの加盟を急ぐべきではないと

いう立場を表明している。その理由としては、

EUとの経済格差や経済構造の違いが大きい

にもかかわらず、個別の通貨政策を放棄する

ことは時期尚早であるという点が挙げられて

いる。特に、インフレへの対応が懸念されて

いる。

最近実施された世論調査によれば、チェコ

のEU加盟を支持する国民は45％であり、昨

年の49％より減少している。チェコ国民の

EU加盟に寄せる期待度は、ここ数年にわた

って他の加盟候補国に比べて小さいのが特徴

である。

（畠山　悟）
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加盟後の移行期間と自由化が交渉のカギ（ポーランド）
ワルシャワ事務所

ポーランド政府は、EU加盟に向けての

2000年末の重要な２つの出来事にきわめて満

足している。１つは、ポーランドのEU加盟

に向けた進捗状況に関するプログレスレポー

トでの欧州委員会の好意ある評価であり、も

う１つは、2000年12月のニースにおけるEU

首脳会議の結果であった。

１．ポーランドとEU

ポーランドは、EUにとってきわめて重要

なパートナーである。EUの輸出では、ポー

ランドは米国、スイスおよび日本に次ぐ４番

目の市場であり、EU市場では、ポーランド

は米国、日本、中国、スイス、ノルウェー、

ロシア、台湾および韓国に次いで、９番目の

輸出国である。EUとポーランドとの間の二

国間貿易の増加の割合は、EUの世界貿易よ

りも高い。「ユーロスタット」によれば、

2000年のEUのポーランドとの貿易総額は次

のとおりであった。

・EUの輸出額；337億ユーロ

（総輸出額の3.61％）

・EUの輸入額；231億ユーロ

（総輸入額の2.27％）

・貿 易 収 支 ；106億ユーロ

ポーランドにとっては、EUは輸出入のい



ずれでも、もっとも重要なパートナーである。

ポーランドの対外貿易統計では、財・サービ

スの輸出の70％がEU向けであり、同輸入の

65％がEUからである。ポーランドの貿易赤

字の約半分（46％）は、対EU貿易で発生し

ている。

しかし、ポーランドの対EU輸出は、過去

数年では車、トラック、キネスコープ、TV

などの輸出が伸びているものの、依然として

低加工品（無煙炭、銅、船舶、鉄鋼製品、家

具など）の輸出が中心である。ハイテク製品

は、ポーランドのEU向け輸出総額の５％を

占めるに過ぎないのに対して、EUからの輸

入では約50％という高い比率を占めている。

政府戦略的研究センター（RCSS）は、こ

うしたポーランドの対EU貿易の現状から、

「EU加盟後に起こり得る長期的な脅威は、ポ

ーランドがEU諸国向けの原料および安い労

働力の供給源になることである」（注１）という

懸念を明らかにしている。また、ポーランド

の経済エリートは、将来のポーランドのEU

加盟をチャンスとみなす一方で、EUの枠組

みの中で経済的かつ政治的な格差拡大の原因

になり得るという見方を示している。

２．「プログレスレポート」に対す
るポーランドの反応

欧州委は、2000年11月にEU加盟候補国の

加盟準備進捗状況に関する「定期年次報告書

（以下、プログレスレポート）」を発表した。

欧州委の見解ではマルタとキプロスは、すで

にEU統一市場で競合できる段階に達してい

る。その他の３カ国（ポーランド、ハンガリ

ー、エストニア）は、短期間のうちに統一市

場で競合する能力を実現する。チェコとスロ

ベニアの立場は、経済的判断基準では悪い方

に分類される。ポーランドの場合、今回の報

告書の方が、前年の報告書の時点と比べて一

層の進展がみられるとしている。

プログレスレポートは、ポーランド・EU

関係（貿易とEU加盟交渉）の数多くの困難

にもかかわらず、ポーランドに対する前向き

な見方で構成されている。プログレスレポー

トには、ポーランドのEU加盟の政治的およ

び経済的判断基準、加盟前準備期間における

EUのポーランド向け経済援助、および交渉

31項目のうち、29項目の問題点が記載されて

いる。

今回の「プログレスレポート」に対してポ

ーランド政府は、同国に対するEUの準備進

捗評価がチェコよりも高いということもあっ

て、大きな満足を示している。一方、チェコ

では、チェコの方がポーランドよりも伝統的

に加盟準備がはるかに進んでいるとの見解を

抱いていたため、「プログレスレポート」は

多くの異論を招いた。90年代初め以来、チェ

コ、ポーランド両国は、EU加盟の目標を掲

げて張り合っていることから、チェコに対す

る欧州委の評価は、ポーランド人になお一層

の満足を与えてくれるものであった。

「同レポート」に記載されているポーラン

ドとEUの相互関係における主要な問題点は、

ポーランド鉄鋼業界の再構築、特別経済地域

（SSE）の扱い、現行の貿易関係（対外貿易

の規制）の扱い、および農産物貿易における

関税率の一部撤廃である。

「プログレスレポート」は、「ポーランド

のEU加盟準備国家計画」を前向きに評価し

ている。国家計画は、欧州統合委員会（KIE）

が入念に仕上げ、2000年に修正された。この

計画は、EU文書である「加盟のためのパー

トナーシップ」に対応して作成されたもので

ある。

同レポートは、ポーランドの加盟交渉の漸

進的な進捗状況を示している。ポーランドと

EUとの交渉に先立ち、ポーランドの法制度
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とEUの法制度との整合性についての調査

（スクリーニング）が行われた。加盟交渉は

98年11月に、31交渉項目中７項目の交渉から

始まった。

2001年３月末合計31項目中14項目の分野の

交渉が終了している。交渉が終了した14項目

は次のとおりである。

項目１．モノの自由移動、３．サービスの

自由移動、11．経済通貨同盟（EMU）、12．

統計、15．産業政策、16．中小企業、17．科

学・研究、18．教育・訓練、19．通信・情報

技術、20．文化・オーディオビジュアル、23．

消費者保護、26．対外関係、27．共通外交・

安全政策、28．財務管理

ポーランドは、すべての分野の交渉を2001

年末までに完了することを希望しているが、

欧州委では、2001年末の交渉完了はあまりに

楽観的過ぎると考えているようである。いず

れにしてもポーランド、EUともに、2003年

１月を最終期限として交渉を終了することを

目指しており、交渉を加速化するため、ポー

ランドは、移行期間の一部撤回を考慮に入れ

ている。ポーランドは、EU加盟の前に、航

空・鉄道輸送やガス市場を自由化し、かつ特

別経済地域（SSE）に対する公的援助を制限

する可能性もある。

３．ニースEU首脳会議に対するポー
ランドの反応

2000年12月のニースでのEU首脳会議は、

12カ国（中・東欧諸国、キプロスおよびマル

タ）の新規加盟に備えるためEUの機構改革

について協議し、ニース条約が成立した。今

後の拡大EUは27カ国までの加盟が可能にな

り、新規12カ国には国の人口規模に応じて、

EU諸機関（理事会、欧州議会、経済社会評

議会、地域評議会、欧州委員会）での持ち票、

議席などの配分が用意されている。ポーラン

ドは、EU機関において、スペイン（人口が

同程度）と同程度の権利を獲得した（表１参

照）。EU加盟後のポーランドは、EU組織に

おいて、スペインと同じレベルに位置するこ

とになるが、それは、主要加盟国であるドイ

ツ、フランス、イタリア、英国、スペインよ

りは劣るものの、残りのすべての諸国に勝る

ことを意味する。新規12カ国が加盟した後の

拡大EUの主要機関における加盟国の代表数

は表１のとおりである。

ニース首脳会議は、今後のEU拡大の枠組

みを作成したものであり、この枠組みの中で

EUは今後準備をしなければならない。

ニース首脳会議の結果は、ポーランドにと

ってきわめて有望な前途を約束するものであ

る。同会議は、EUが最も早い加盟候補国を

受け入れるための準備完了可能日を2003年１

月１日と定め、早期加盟候補国との交渉を

2002年の末までに終了することも可能とし

た。しかし、2002年末に交渉が終了したとし

ても、EU加盟国のすべての議会で同交渉結

果を批准しなければならないため、最も早い

加盟候補国のEU加盟が実現するのは事実上、

2004年以降となる。

ブゼク（Buzek）首相はニース首脳会議の

結果について、「ポーランドの偉大な成功で

ある」との見解を明らかにしている。また、

「迅速な加盟が実現する見通しが得られたこ

とから、ニース条約は、今後の拡大EUにお

けるポーランドの有利な立場を約束するもの

である。ポーランドのEU加盟問題は、ポー

ランドの改革の原動力と加盟条件を受け入れ

るEUの準備態勢にかかっている」としてい

る。

2000年６月には、政府は、EU規則の国内

法制化プロセスを加速する（「立法経路の迅

速化」）ための法律制定作業の特別タイムテ

ーブルを受け入れた。同テーブルによれば、

2002年末までに180～200件の法案が可決され

る予定であり、そのうち約100件は、すでに

審議中であるか議会に送られ可決されること

になっている。
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政府は、2000年６月には、ポーランドの

EU加盟を支援するためにEU諸国における広

報促進計画を受け入れた。すなわち、外務省

（MSZ）は8,450万ズロチの予算を使い、EU

拡大に対するフランス、ドイツおよびオース

トリア地域住民の冷たい世論を納得させるた

めのPR活動を行った。

ニース首脳会議後、ポーランド政府は、

EUとの交渉を加速化させる計画を立ててい

る。交渉は、2002年末までに終了する予定で

あるが、多くの問題を解決するにはいくつか

の障害がある。その中には、一部の交渉分野

での移行期間に関するポーランドの提案があ

る。EUは、ポーランドの移行期間を設けた

いという提案の一部（例えば、環境保護、道

路インフラの質または燃料備蓄など）を、短

期間にそれらを改善するための十分な財務的

手段がないとの理由で了解している。しかし、

その他の多くの予定移行期間（ガス市場、航

空・鉄道輸送などの自由化など）については、

ポーランド政府は国内の独占的組織の権益を

保護しているとして、提案の一部撤回を要求
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している。ポーランド政府が、交渉を早く終

了するためには、それらの一部撤回の要求に

応じることはほぼ間違いないと思われる。

たしかに、ポーランドは、４つの基本原則

（すなわち、物品、サービス、資本および人

の自由移動）を含め、EU市場統合の条件に

適合しなければならない。ポーランド企業は、

加盟の時点で十分な競争力をつけていなけれ

ばならない。ポーランドとEUの双方で、ポ

ーランド企業の競争力には問題がないであろ

うという楽観的な見解が見られ、ポーランド

の企業組織も同じ見解を表明している。ボー

ク（Bauc）大蔵大臣も、ポーランド経済は

EU加盟後の大きなショックに対応できると

語っている。しかし、競争力は、経済分野に

よって異なっており、どの分野が加盟で有利

になり、どの分野が加盟の結果として不利に

なるかに関する研究や公的な予測は一切な

い。しかし、最も確率が高いのは、現在成長

している分野ではなお一層の成長がみられる

ということであろう。これらの分野では、ポ

ーランド企業の大部分は外国資本に支配され

ている。その他の分野では、加盟によって激

しい競争に直面するものとみられる。中小企

業を中心として、同国産業界では、統一市場

で活動することに対する脅威が認識されてい

ない。

ポーランドのEU加盟は、同国企業がコス

トの大半をEU基準への適合（例えば、ポー

ランド企業は環境保護に投資しなければなら

ない）に支払っていることから、ポーランド

企業の競争力に悪影響を及ぼすことが予想さ

れる。政府は、雇用や生産コストを削減し、

環境状態を改善するために、国家財源の圧倒

的なシェアを占めている重工業（石炭、冶金、

ガソリン部門、重化学）の一部を対象とする

構造改革計画を入念に仕上げた。これらの部

門は、結局民営化されることになろうが、大

きな資金が必要となるため、外国企業しかそ

れらの買い手とはならないであろう。外国投

資家は、民営化後は、買収した企業の経済条

件の改善に努力することになろう。

ポーランド企業は、不可欠な技術的変化に

対応し、新規流通経路を構築した後は、長期

的に徐々にEU諸国との間の自由貿易を享受

することになろう。ポーランドのすべての生

産者（国内市場向け専門に生産するものも含

む）は、EUにおける製品の認定や標準化の

義務的な要件を実現しなければならないであ

ろう（現行の認定および標準化の方式は、ポ

ーランドとEUの間で異なっている）。他方、

統一市場への輸出企業は、自社の製品のEU

および国内基準・認定への適合という二重手

続を回避することができるようになろう。
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社会世論研究センター（CBOS）が2000年

５月に実施した前回の世論調査では、EU支

持率は、成人ポーランド人の59％（99年５月

比４ポイントの増加）であり、反対は25％

（99年５月比１ポイントの減少）であった。

さまざまな社会グループのうち、とりわけ農

民はEU加盟に対する反対が強く、農業人口

の41％が加盟に反対している。農民は、EU

加盟に反対するポーランドの唯一のグループ

である。

中・東欧諸国の中では、ポーランドのEU

加盟支持率は、ハンガリーよりも低い（2000

年５月時点で支持率68％、反対13％）が、チ

ェコ（同時点でそれぞれ49％と25％）および

リトアニア（同40％と35％）よりは高い。

４．投資家向けインセンティブ

投資家向けインセンティブでは、94年10月

20日の「特別経済区域に関する法律」（官報

123/1994第600条）に基づいて創設された特

別経済区域（SSE）への投資家に対して最大

のインセンティブが与えられている。同法に

基づき、政府は、95～97年の間に、命令によ

り17カ所の SSEを開設した。15カ所のSSEが

20年間、２カ所のSSEが12年間の優遇措置期

間を有している。2000年には、政府は、２ヵ

所のSSE（SSEマゾフシェとSSEチェンスト

ホヴァ：当該SSEは該当する区域での経済活

動に対する許可を与えられなかった）の廃止

を決定した。2000年には、政府は、一部の

SSEの境界も変更した。この変更の主な理由

は、フィアット・オート・ポーランド（同社

は、現在SSEカトヴィツェに含まれているビ

ェルスコ・ビヤワでディーゼル・エンジンの

工場を新設することを計画している）の圧力

によるものであった。

SSEに投資する投資家は、投資してから最

初の10年間（SSEクラクフでは６年間）は所

得税の免除および次の10年間は所得税の50％

の減免が受けられる。この優遇措置は、EU

との加盟交渉が始まる１年前の、95～97年に

付与された。SSEの大半は、2017年まで存在

するものと想定されている。「競争力政策」

をテーマとするEUとの交渉では、ポーラン
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ドは、既存SSEで活動中の投資家に対する優

遇措置について、2017年までの移行期間を要

求している。

特別経済区域（SSE）における企業活動は、

いまや、ポーランドとEUとの間の主要な争

点となっている。ポーランドの「SSEに関す

る法律」は、欧州の立法と両立しない。EU

は、SSEへの投資家に対する特別な租税の減

免を廃止し、欧州の財務支援（発展途上地域

に対する補助金）の原則を導入することを要

求している。

このため政府は、法律を改正し、特別経済

地域（SSE）への新規投資家に対する財政援

助の原則を変更した。法改正の主な理由は、

企業および産業部門に対する公的補助をEU

規則に適合させるためである。EUで容認さ

れている公的補助の対象は地域である。2000

年に、議会は、あらたな「公的補助に関する

法律」の法案を可決し、「特別経済区域に関

する法律」を修正した。これらの法律はいず

れも、現在では、EU規則に適合している。

双方とも、2001年１月１日に発効した。

新規則の主な変更点は次のとおりである。

・SSEにおける新規投資家向けの所得税の

全面免除を取り消す。

・SSEへの投資家は、活動地域の発展の程

度に対応して所得税の減免（発展の程度

が低ければ低いほど高い援助）を得るこ

とができる。

・SSEに対する既存の投資には、租税の免

除（10年間の免税および11年目以降は

50％の租税の減免）が引き続き付与され

る。

新たな法律に基づき、経済省（MG）は

2000年末までに限定して、SSEにおける新規

活動に対する許可を与えることを決定した。

SSEにおける活動許可を得たすべての企業

は、94年10月以降の旧「特別経済区域に関す

る法律」で約束されているのと同じインセン

ティブを得ることができる。

「公的補助に関する法律」および修正済み

の「特別経済地域に関する法律」に基づき、

2001年1月1日から既存SSEで活動を開始する

新規企業には免税措置はない。政府は、公的

補助にいわゆる「センシティブ産業部門」を

含めるため、新規法律に対応する行政法案を

立案した。政府の推定では、（過剰生産の理

由で）センシティブ部門には、①造船、②自

動車、③鉄鋼冶金、④炭鉱、⑤合成繊維、な

どの産業が含まれる。

政府は99年に「企業向け公的補助に関する

報告書」を発表した。同報告書によると、ポ

ーランド企業は、99年には国家予算から91億

ズロチ（21億ユーロ）の支援を受け取った。

この金額の34.9％（30億ズロチ）は補助金で

あり、65.1％が租税の減免、信用保証および

資金援助（企業に対する株式拠出）であった。

2000年末までにSSEにおける既存の免税を

打ち切るとの政府の発表後、多くの投資家は、

2000年末以前にSSEに投資することを決定し

た。カトヴィツェSSEでは、125社が活動許

可を与えられたが、そのうち53社は2000年の

第４四半期中のものであった。これら125社

は、全体で総額48億ズロチを投資し、１万人

の労働者を雇用する予定である。SSEクラク

フ技術工業団地では、19社が総額で７億ズロ

チ投資し、3,500人の労働者の雇用が見込ま

れている。既存SSEには全体で4,600ヘクター

ルの土地があり、そのうち2,300ヘクタール

が700人の投資家に販売されている。700人の

投資家は、全体で115億ズロチを投資し、６

万7,000人の労働者を雇用する見込みである。

2000年末までに、２万7,000人の労働者が雇

用された。

経済省がまとめた2000年6月末現在のSSE

における経済活動状況は表２のとおりであ

る。

EUは、ポーランドのSSE問題の解決策に

満足していない。加盟交渉およびプログレス

レポートで表明されたEUの異議は、次の２
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点に集約される。

・法的変更にもかかわらず、政府（経済省）

は2000年末までSSEにおける新規活動に

対する許可を与えることを決定し、多く

の企業が租税免除を受けた。

・ポーランドが要求する既存SSE向けの移

行期間（2017年）は長すぎる。

ポーランド政府は、付与済みの権益が削減

された場合の投資家の変容を懸念している。

それは、いまや、加盟交渉における最も困難

な問題となっている。しかし、現在既存の９

つのSSEを創設する11の命令には、第15条に

「租税の減免および優遇措置を変更して、そ

れらを将来のEU加盟国としてのポーランド

の義務に適合させることができる」という条

項が盛り込まれている。

一方、SSEで活動中の投資家は、2001年１

月１日から始まる投資家から地租を徴収する

地方自治体当局の措置に満足していない。

SSEへの投資家は、91年１月12日以降「租税

および地方負担金に関する法律」（官報

9/1991第31条のその後の変更版）に基づき地

租を減免されていた。しかし地租の免除は、

2000年10月13日の時点で、新たな「地域的自

治政府の歳入および一部法律の変更に関する

法律」（官報95/2000第1041条）により取り消

されることになった。この法律により、上記

の91年の「法律」から第７条（既存の租税免

除の法的根拠）が取り消され、2001年１月１

日以降は、地方当局が、投資家に対する地租

の賦課または免除を決定することができるよ

うになった。

このように2001年１月１日以降、SSEへの

投資条件は以前よりも悪化してきている。

５．農産物貿易の自由化

ポーランドは、EU加盟候補国の中でEUと

の農産物における自由貿易協定を署名した最

後の国である。残りのすべての候補国は、

2000年春に当該協定に既に署名し、2000年７

月に発効している。

農産物貿易の自由化に関する、ポーランド

とEUの二国間・地域協議が行われたが、問

題点が多かった。両当事者は、関税率や農業

保護レベルについて論争し、2000年９月27日

にようやく協定に署名した。

合意された農産物貿易自由化協定の内容は

以下のとおりである。

・すべての農産物の75％（まず最初に、果

物、野菜、きのこ、家畜、馬肉）は、相

互に関税がゼロとなる。

・残りのセンシティブ品目と定義された農

産物の場合は、無関税の輸出割当量（偶

発条項付き製品）を設定し、この割当量

を毎年10％づつ増加する。2001年の輸出

割当量は次のとおりとする。

・割当量を超える輸出については現行の関

税率が適用される。

・EUの輸出補助金は撤廃される。

協定は、2001年１月１日に発効した。

６．EUのポーランド向け援助および
統合費用

PHARE計画（対ポーランド・ハンガリー

経済再建援助計画、その後中・東欧諸国に拡

大）の枠組内での、EUのポーランド向け経

済援助は、90～99年には、20億5,000万ユー

ロに達した。EUは、候補国向けに2000年１

月から実施される３つの加盟前財政支援計画

を策定した。2000～2002年におけるEUのポ

ーランド向け財務支援額は次のとおりである。
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穀類�

豚肉�

豚肉製品�

鶏肉�

チーズ�

400�

30�

16�

36�

9

400�

30�

1�

20�

9

表3　2001年の輸出割当量（単位；1,000トン）�

ポーランド� EU



・PHARE-IIの枠組内で毎年3億9,800万ユ

ーロ

・SAPARD（農業および農村地域への投

資）計画に毎年１億6,860万ユーロ

・ISPA（輸送および環境保護）計画に毎

年３億1,200万～３億8,400万ユーロ

EU統合にかかわるコストを推定すること

は、きわめて困難である。政府の「EUとの

統合の恩恵とコストに関する報告書」（2000

年７月に発表）は、EU非加盟の場合のコス

トも示している。同報告書は、99-2002年の

予算上の正確な統合費用を示したものである。
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モノの自由移動�

人の自由移動�

サービスの自由移動�

資本の自由移動�

会社法�

競争政策Ⅰ�

Ⅱ変形（SSEの排除）�

農業�

漁業�

運輸�

税制�

経済通貨同盟（EMU）�

統計�

社会政策・雇用�

エネルギー�

産業政策�

中小企業�

科学・研究�

教育・訓練�

通信・情報技術�

文化・オーディオ－ビジュアル�

地域政策�

環境�

消費者保護�

司法・内容�

関税同盟�

対外貿易関係Ⅰ�

Ⅱ変形�

共通外交・安全保障政策�

財務管理�

財政・予算規定�

合計：変形最小�

合計：変形最大�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

�

7�

8�

9�

10�

11�

12�

13�

14�

15�

16�

17�

18�

19�

20�

21�

22�

23�

24�

25�

26�

�

27�

28�

29�

�

12.4�

1.1�

1.4�

18.2�

8.3�

0.0�

�

299.3�

0.3�

96.8�

0.3�

0.3�

20.9�

1.0�

0.1�

0.0�

0.2�

48.0�

23.5�

�

2.1�

0.0�

440.0�

6.5�

185.6�

12.0�

0.0�

0.0�

0.1�

6.0�

0.0�

1,185.0�

1,185.0

20.6�

3.6�

15.5�

19.9�

12.9�

0.0�

�

745.5�

19.8�

215.4�

0.5�

0.4�

8.6�

4.5�

0.9�

0.0�

23.7�

134.5�

31.4�

�

2.5�

509.4�

400.0�

7.0�

309.4�

317.0�

0.0�

0.0�

0.1�

2.1�

0.0�

2,805.0�

3,655.0

32.0�

9.1�

15.7�

7.9�

4.4�

0.0�

�

1,361.0�

24.3�

286.9�

35.6�

0.5�

40.6�

3.0�

1.1�

0.0�

123.2�

196.3�

39.1�

�

0.0�

720.7�

400.0�

7.5�

380.0�

470.0�

0.0�

180.0�

0.0�

0.0�

0.5�

4,159.0�

4,339.0

31.8�

13.0�

15.7�

8.1�

5.0�

0.0�

�

1,766.0�

29.0�

288.4�

4.5�

0.5�

7.6�

2.8�

1.2�

0.0�

123.2�

252.0�

45.6�

�

0.0�

1,009.0�

400.0�

8.0�

344.0�

400.0�

0.0�

370.0�

0.0�

0.0�

0.5�

4,756.0�

5,126.0

96.8�

26.8�

48.3�

54.1�

30.6�

0.0�

850.0�

4,171.8�

73.4�

887.5�

40.9�

1.7�

77.7�

11.3�

3.3�

0.0�

270.3�

630.8�

139.6�

47.1�

4.6�

2,239.1�

1,640.0�

29.0�

1,219.0�

1,199.0�

0.0�

550.0�

0.2�

8.1�

1.0�

12,957.0�

14,357.0

（単位；100万ズロチ）�
表4　ポーランドのEU統合コスト�

内　　　　訳� 1999年� 2000年� 2001年� 2002年� 合　計�

出所：ポーランド政府発表「EUとの統合の恩恵およびコストに関する報告書」�



７．ポーランドのEU加盟に対する進
出外資企業の見方

ポーランドで活動中の次の外国企業（その

うち、三星を除くすべてがポーランド国内市

場向けに生産している）への聞き取りに基づ

く調査結果を以下にとりまとめた。

・大宇自動車（韓国）：　ワルシャワ、ル

ブリン、ナイセなどの自動車、バンおよ

び部品工場。部品の輸入、自動車の輸出。

・大宇エレクロトニクス（韓国）：　プル

シクフ（Pruszków）のTV工場。サブア

センブリの輸入、TVの輸出。

・ティムケン（米国）：　ソスノヴィエツ

のローラーベアリング工場。軸受鋼の輸

入、ローラーベアリングの輸出。

・コルゲート・パルモリヴ（米国）：　ワ

ルシャワ近郊のハリヌフ（Halinów）の

化粧品工場。化粧品の輸入。

・アセロン・ケミカルズ・アンド・ファイ

バ・コープ（台湾）：　トマシュフ・マ

ゾヴィエツキの合成繊維工場。生産用機

械類を輸入し、最終製品を輸出。

・R. J.レイノルズ・タバコ会社（米国）：

ピアセスノ（Piaseczno）の工場。タバ

コの輸入、国内市場向け生産。

・三星エレクトロニクス（韓国）：ワルシ

ャワのオフィス・ビルおよび流通。電子

機器の輸入。

・UNPホールディングス（カナダ）：

食品業界、包装機器およびガラス向けの

機械生産会社に対する出資。国内市場向

け生産。

・サウス・アフリカン・ブルアリズ（南ア

共和国）：　Kompania Piwna SAの最

有力株主。国内市場向けビールの生産。

上記の企業は、ポーランドのEU加盟後の

メリットがデメリットより大きいことを期待

している。これら企業の大半にとって最も重

要な点は、自動車部品やタバコ製品を中心と

する、輸入品の関税率引き下げである。EU

加盟国として、ポーランドは、関税率が比較

的低いEUの関税率を受け入れることになろ

う。対外貿易協会（IKiCHZ）の推定による

と、輸入生産財に対する平均関税率は、2000

年の6.2％からEU加盟後は2.6％に引き下げら

れ、欧州共通貿易政策（ポーランドの東の境

界がEUの境界となる）に準じた欧州共通関

税が適用されることになる。自動車、自動車

部品、タバコの場合、ポーランドの関税率は、

EUの関税率よりもかなり高い。

ポーランドのEU加盟の結果、世界のEU域

外企業のポーランド市場へのアクセスはより

自由になる。ポーランド政府は、次の品目を

中心として、「第三国」からの競争が激化す

ることを期待している。すなわち、ビデオ機

器、掃除機、繊維、医療器械、機械部品など

である。米国、カナダ、日本、韓国、台湾、

香港、シンガポール、オーストラリアおよび

ニュージーランドからの、加盟後の生産財の

輸入増加は9.5％（「EUとの統合の恩恵およ

び費用に関する報告書」によれば約３億

3,000万ドル）と推定されている。

ポーランドで活動中の企業は、EU市場に

自由にアクセスできるようになる。聞き取り

調査対象の全企業にとって、前途はおおいに

有望である。企業（たとえば、台湾のアセロ

ンなど）は、EUの製品基準をすでに取り入

れており、近い将来同基準を維持するのに何

の問題もない。自由化の中でポーランドの工

場を買収した企業は、製品基準を急速にEU

要件に適合させつつある。この問題では、ポ

ーランドの地場企業がより多くの問題を抱え

ることになろう。

調査対象の企業は、EUのより高度な環境

保護要件への適合におけるトラブルを予見し

ていない。応用近代技術は、環境に比較的や

さしいからである。生産企業はポーランドの

EU加盟後、EUの環境保護基準への適合に費
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用の大半を支払うことになる。国内企業（民

営および公営）は、近い将来、環境保護に投

資しなければならなくなる。国内企業は、ポ

ーランドで活動中の世界のEU域外企業より

も不利な立場に立たされることになろう。欧

州委の推定では、ポーランドの自然環境の

EU基準への適合費用は総額で340億～350億

ユーロに達する。

インフラ（電気通信や輸送）は、現在、経

済活動の障害のひとつである。調査対象企業

は、ポーランドのEU加盟によりインフラが

改善されることを希望している。ポーランド

政府は、99～2002年の間に輸送インフラに対

し約９億ズロチの予算を割り当てることを計

画している。この金額は欧州委の推定と比べ

れば、それほど大きなものではない。ポーラ

ンドの輸送インフラに対するニーズの総額は

360億ユーロに達する。輸送や環境保護に対

処するためのEUのISPA計画には、プロジェ

クトに応じて、年間３億1,200万～３億8,400

万ユーロの予算が割り当てられている。

調査対象企業の推定では、労働コストの上

昇が、ポーランドのEU加盟によって想定さ

れる唯一の不利な結果である。しかし、この

上昇は、急激にではなく徐々に起こるものと

予想されている。このため企業には、新しい

条件に適合するための時間的な余裕がある。

その上、ポーランドでは、労働能力が、実質

賃金の上昇より高い度合いで向上している。

加盟後のポーランドの労働コストは、現在の

EU15カ国よりも引き続き低い水準で推移す

ると見られている。

調査対象企業は、ポーランドのEU加盟か

ら上記以外に次のような恩恵が得られること

も期待している。

・事業上の問題解決に際して、公的セクタ

ーの迅速な対応が図られる。

・行政管理が高度化し、汚職が減る。ポー

ランド企業の推定では、中央、地方を問

わず、さまざまな役所で汚職が多い。

・経済問題を扱う裁判所の質が向上する。

・炭鉱および冶金を中心として、不採算産

業分野に対する財政支援が削減される。

・財政支出の減少の結果、租税額をできる

だけ引き下げることができる。

・外国の直接投資額の流入が増加する。

・ポーランドの、通貨統合および為替相場

メカニズム（ERM）へのアクセスおよ

びユーロ導入。これらはポーランド政府

の予測では、2006年には可能とみている。

一般に、ポーランド市場で活動中の「第三

国」企業における同国のEU加盟支持の度合

いは、国内企業よりも高い。さらに、これら

外国企業がポーランドのEU加盟の恩恵にあ

ずかる度合いが国内企業よりも高くなるの

は、ほぼ間違いないと思われる。
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